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　1月5日、市内の7会場で「第2回小美玉市書き初め大会」が行わ
れました。会場には、元気いっぱいの子どもたちが集まり、各々の
課題に真剣に取り組み、約１時間かけて作品を仕上げました。
　新しい年を迎え、子どもたちは初めて臨む書に緊張したようす
でしたが、思い思いのいい字を書き上げると、晴れ晴れとしてい
ました。

新年のあいさつ
小美玉市自治基本条例及び市民憲章
小美玉市パブリックコメント規則（案）
国保中央病院の指定管理者制度について
小美玉市政出前講座開講
わだい
情報ガイド
税の申告がはじまります
けんこうビュー
四季の歌
ぐる～っとおみたま
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よ
っ
て
、
簡
素
で
効
率
的
な
行
財
政
シ

ス
テ
ム
を
構
築
し
、
財
政
の
健
全
化
と

市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
目
指
す
体
制

も
整
い
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
合
併
後
初
め
て
の
市
議
会

議
員
選
挙
が
行
わ
れ
、
新
し
い
市
議
会

議
員
が
誕
生
す
る
と
と
も
に
農
業
委
員

会
委
員
が
決
定
す
る
な
ど
新
た
な
組
織

体
制
も
出
来
上
が
り
ま
し
た
。

　

ま
さ
に
、
小
美
玉
市
の
市
政
運
営
に

お
け
る「
基
礎
・
基
盤
」と
い
っ
た
土
台

が
整
備
さ
れ
た
年
で
あ
り
ま
し
た
。
同

時
に
、
第
１
回
の
小
美
玉
市
文
化
協
会

祭
や
産
業
祭
が
行
わ
れ
る
な
ど
文
化
、

ス
ポ
ー
ツ
、
産
業
面
に
お
い
て
交
流
が

盛
ん
に
行
わ
れ
、
市
民
同
士
の
一
体
感

が
ま
た
一
つ
高
ま
っ
た
と
実
感
し
て
お

り
ま
す
。
ま
た
、
市
民
と
行
政
の
協
働

に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
、

市
内
の
12
の
小
学
校
区
に
お
い
て
行
政

懇
談
会
を
実
施
し
、
皆
さ
ま
の
真
剣
な

意
見
を
直
接
お
伺
い
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
こ
と
は
、
大
変
意
義
深
い
も
の

が
あ
り
ま
し
た
。

　

一
方
、
事
業
の
進
捗
を
申
し
上
げ
ま

す
と
、
百
里
飛
行
場
民
間
共
用
化
事
業

に
つ
き
ま
し
て
は
、
滑
走
路
工
事
に
着

手
す
る
と
と
も
に「
小
美
玉
市
茨
城
空
港

利
用
促
進
協
議
会
」が
発
足
す
る
な
ど
、

平
成
21
年
度
の
開
港
に
向
け
着
実
に
進

展
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
策
定
作
業
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し

た
市
政
運
営
の
バ
イ
ブ
ル
と
な
る「
小
美

玉
市
総
合
計
画
」が
い
よ
い
よ
完
成
い
た

し
ま
す
。

　

小
美
玉
市
誕
生
３
年
目
を
迎
え
る
新

年
度
は
、
昨
年
度
ま
で
に
築
き
上
げ
た

基
礎
・
基
盤
の
上
に
、
次
な
る
ス
テ
ッ

プ
と
し
て
総
合
計
画
に
基
づ
い
た
新
た

な
施
策
を
展
開
し
、
市
の
目
指
す
将
来

像
で
あ
る「
人
が
輝
く 

水
と
緑
の
交
流

都
市
」の
実
現
に
向
け
て
全
力
を
尽
く
し

て
ま
い
り
ま
す
。

　

地
方
自
治
体
を
取
り
巻
く
環
境
は
依

然
と
し
て
厳
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
う
い
う
時
だ
か
ら
こ
そ
、
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
35
代
大
統
領
J
．F
．ケ
ネ
デ
ィ

の「
国
が
あ
な
た
に
何
か
を
し
て
く
れ
る

で
は
な
く
て
、
あ
な
た
が
国
の
た
め
に

何
が
で
き
る
の
か
を
考
え
て
欲
し
い
」と

い
っ
た
有
名
な
就
任
演
説
を
思
い
出
し

ま
す
。
私
は
こ
の
言
葉
の
意
味
を
、
市

民
が
自
ら
の
生
き
が
い
と
社
会
参
加
を

求
め
て
主
体
的
に
公
益
活
動
へ
参
加
し
、

　

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

　

市
民
の
皆
さ
ま
に
は
、
希
望
に
満
ち

た
輝
か
し
い
２
０
０
８
年
の
初
春
を
、

健
や
か
に
お
迎
え
の
こ
と
と
心
か
ら
お

慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
小
美
玉
市
が
誕
生
し
、
２
度

目
の
新
年
を
確
実
な
前
進
と
手
ご
た
え

を
感
じ
な
が
ら
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
こ
と
は
、
ひ
と
え
に
市
民
の
皆
さ

ま
の
ご
支
援
、
ご
協
力
の
賜
物
で
あ
る

と
心
よ
り
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
は
、
小
美
玉
市
自
治
基
本
条
例

及
び
市
民
憲
章
の
制
定
な
ど
小
美
玉
市

に
と
り
ま
し
て
精
神
的
な
柱
と
な
る
条

件
が
整
い
ま
し
た
。
ま
た
、
行
財
政
基

盤
の
強
化
を
図
る
た
め
の「
小
美
玉
市

行
財
政
改
革
大
綱
」が
完
成
す
る
こ
と
に

行
政
と
共
に
知
恵
を
だ
し
、
汗
を
か
き

な
が
ら
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
行
く

こ
と
と
捉
え
、
協
働
の
精
神
の
も
と
に

市
政
を
運
営
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

先
の
議
会
に
お
い
て「
小
美
玉
市
民
の

日
条
例
」が
可
決
さ
れ
、
合
併
期
日
で
も

あ
る
３
月
27
日
が
小
美
玉
市
民
の
日
と

し
て
制
定
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
日
は
、「
郷

土
の
歴
史
を
振
り
返
り
、
ふ
る
さ
と
小

美
玉
市
に
つ
い
て
愛
着
と
理
解
を
深
め
、

市
民
で
あ
る
こ
と
を
誇
り
に
思
う
心
と

市
民
と
し
て
の
一
体
感
を
は
ぐ
く
み
、

よ
り
豊
か
で
魅
力
あ
る
小
美
玉
市
を
将

来
に
わ
た
っ
て
築
き
あ
げ
る
こ
と
を
期

す
る
日
」と
し
て
定
め
ら
れ
ま
し
た
。
今

後
も
、
小
美
玉
市
民
と
し
て
の
誇
り
を

胸
に「
小
美
玉
市
に
住
ん
で
よ
か
っ
た
」、

「
小
美
玉
市
に
住
ん
で
み
た
い
」と
い
わ

れ
る
よ
う
な
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
に

努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

ど
う
か
本
年
も
一
層
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
と
と
も
に
、
皆
さ
ま
に
と
り
ま

し
て
幸
多
い
年
と

な
り
ま
す
よ
う

心
か
ら
ご
祈
念

申
し
上
げ
ま
し

て
、
新
年
の
あ

い
さ
つ
と
い
た

し
ま
す
。

謹 

賀 

新 

年

小美玉市長

　　島田 穣一

基礎・基盤づくりから基礎・基盤づくりから
　　　　次なるステップへ　　　　次なるステップへ

平成 20年 1月 10日　広報おみたま



3

　

私
た
ち
の
ま
ち
小
美
玉
市
は
、
平

成
18
年
３
月
27
日
に
小
川
町
、
美
野

里
町
及
び
玉
里
村
が
合
併
し
て
、
新

た
な
第
一
歩
を
踏
み
出
し
ま
し
た
。

市
は
茨
城
県
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置

し
、
南
部
は
日
本
で
第
二
位
の
広
さ

を
誇
る
霞
ヶ
浦
に
面
す
る
、
水
と
緑

と
き
れ
い
な
空
気
に
恵
ま
れ
た
平
坦

な
地
域
で
す
。

　

私
た
ち
は
豊
か
な
自
然
を
守
り
、

歴
史
、
伝
統
を
継
承
し
、
市
民
が
い

き
い
き
と
輝
き
心
豊
か
に
暮
ら
せ
る

ま
ち
、
快
適
で
住
み
や
す
い
ま
ち
づ

く
り
を
目
指
し
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
私
た
ち
自
身
が

ま
ち
づ
く
り
の
主
体
で
あ
る
こ
と
を

改
め
て
認
識
し
、信
託
し
た
市
政
が
、

私
た
ち
の
意
思
を
反
映
し
て
行
わ
れ

る
よ
う
、
そ
の
運
営
に
主
体
的
に
参

画
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

私
た
ち
は
、
個
人
の
尊
厳
と
基
本

的
人
権
が
尊
重
さ
れ
、自
ら
の
意
思
、

行
動
と
責
任
に
基
づ
い
て
ま
ち
づ
く

り
を
行
っ
て
い
く
こ
と
を
自
治
の
基

本
理
念
と
し
、
情
報
共
有
、
参
画
及

び
協
働
を
基
本
原
則
と
し
て
、
市
の

あ
り
方
、
市
民
の
あ
り
方
、
市
政
運

営
等
の
基
本
を
定
め
、
市
民
自
治
に

よ
る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た

め
、
こ
こ
に
小
美
玉
市
自
治
基
本
条

例
を
制
定
し
ま
す
。

第 

１
条　

こ
の
条
例
は
、
小
美
玉
市

の
自
治
の
基
本
原
則
を
明
ら
か
に

す
る
と
と
も
に
、
市
民
の
権
利
及

び
責
務
並
び
に
市
及
び
市
議
会
の

責
務
等
、
市
政
運
営
の
原
則
を
定

め
る
こ
と
に
よ
り
、
市
民
自
治
に

よ
る
ま
ち
づ
く
り
を
実
現
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

第 

２
条　

こ
の
条
例
は
、
本
市
が
定

め
る
最
高
規
範
で
あ
り
、
市
は
、

他
の
条
例
、
規
則
等
の
制
定
改
廃

及
び
運
用
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の

条
例
に
最
大
限
適
合
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第 

３
条　

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

⑴ 　

市
民　

市
内
に
居
住
す
る

者
、
ま
た
は
働
く
者
、
学
ぶ
者

並
び
に
市
内
に
お
い
て
活
動
を

行
う
企
業
や
N
P
O
法
人
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
を
い
う
。

　
「
自
治
体
の
憲
法
」で
あ
り
、
情
報

共
有
、
参
画
及
び
協
働
を
柱
と
す
る

自
治
の
基
本
理
念
を
定
め
た「
小
美

玉
市
自
治
基
本
条
例
」が
平
成
19
年

12
月
18
日
に
市
議
会
で
可
決
さ
れ
、

平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ

ま
す
。

　

ま
た「
市
民
憲
章
」に
つ
き
ま
し
て

も
、
平
成
20
年
１
月
１
日
の
告
示
を

も
っ
て
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で

は
、
自
治
基
本
条
例（
前
文
と
全
25

条
）及
び
市
民
憲
章
を
紹
介
し
ま
す
。

前
文

第
１
章　

総
則（
第
１
条‒

第
４
条
）

第
２
章　

市
民（
第
５
条‒

第
７
条
）

第
３
章　

市
議
会（
第
８
条‒

第
10
条
）

第
４
章　

行
政（
第
11
条
・
第
12
条
）

第
５
章　

市
政
運
営

第
１
節　

運
営
の
原
則

（
第
13
条‒

第
17
条
）

第
２
節　

運
営
の
管
理

（
第
18
条‒

第
22
条
）

第
６
章　

 

そ
の
他（

第
23
条‒

第
25
条
）

附
則

　

⑵ 　

市
議
会　

小
美
玉
市
議
会
及

び
小
美
玉
市
議
会
議
員
を
い
う
。

　

⑶ 　

市　

地
方
自
治
法（
昭
和
22

年
法
律
第
67
号
）に
規
定
す
る

市
の
執
行
機
関
を
含
め
た
地
方

公
共
団
体
と
し
て
の
小
美
玉
市

を
い
う
。

　

⑷ 　

ま
ち
づ
く
り　

快
適
に
暮
ら

せ
る
生
活
環
境
及
び
安
心
し
て

活
動
す
る
こ
と
の
で
き
る
安
全

な
地
域
社
会
を
創
る
た
め
に
行

う
公
共
的
な
活
動
を
い
う
。

　

⑸ 　

協
働　

地
域
の
課
題
の
解
決

を
図
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役

割
と
責
任
の
も
と
で
、
ま
ち
づ

く
り
の
た
め
に
共
に
考
え
、
協

力
し
、行
動
す
る
こ
と
を
い
う
。

第 

４
条　

市
及
び
市
民
は
、
次
に
掲

げ
る
原
則
に
基
づ
き
市
政
運
営
を

行
う
こ
と
と
す
る
。

　

⑴ 　

情
報
共
有
の
原
則　

市
政
に

関
す
る
情
報
を
共
有
す
る
こ
と
。

　

⑵ 　

参
画
の
原
則　

市
民
参
画
の

も
と
で
市
政
が
行
わ
れ
る
こ
と
。

　

⑶ 　

協
働
の
原
則　

協
働
し
て
ま

ち
づ
く
り
を
行
う
こ
と

小美玉市自治基本条例及び小美玉市自治基本条例及び
市民憲章を制定しました市民憲章を制定しました

第
１
章　

総　

則

　

目　

的

　

条
例
の
位
置
づ
け

　

定　

義

前　

文

目　

次

　

基
本
原
則

広報おみたま　平成 20年 1月 10日
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第 

７
条　

市
は
、
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を

推
進
す
る
た
め
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動

の
促
進
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２ 　

市
民
は
、
地
域
住
民
の
一
員
で
あ
る

と
い
う
認
識
の
も
と
、
幸
福
の
実
現
の

た
め
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
に
対
し
て
理

解
を
深
め
、
そ
の
活
動
に
参
加
、
協
力

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第 

８
条　

市
議
会
は
、
市
の
議
決
機
関

で
あ
り
、
市
政
運
営
を
監
視
し
、
政

策
の
立
案
等
を
行
う
権
限
を
有
す
る
。

第 

９
条　

市
議
会
は
、
市
民
か
ら
の
信
託

を
受
け
た
議
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る

意
思
決
定
機
関
で
あ
り
、
市
民
の
信
託

に
応
え
る
た
め
、
そ
の
機
能
を
十
分
に

果
た
す
よ
う
運
営
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２ 　

市
議
会
は
、
保
有
す
る
情
報
を
市
民

と
共
有
し
、
開
か
れ
た
議
会
運
営
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第 

10
条　

市
議
会
議
員
は
、
自
治
の
基
本

理
念
に
基
づ
き
、
市
の
総
合
的
な
発
展

を
考
慮
し
、
市
議
会
が
前
条
に
規
定
す

る
事
項
を
実
現
す
る
よ
う
、
誠
実
に
職

務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第 

11
条　

市
長
は
、
市
の
代
表
者
と
し
て

地
方
自
治
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
権
限

を
行
使
し
、
市
民
の
信
託
に
応
え
る
た

め
公
正
か
つ
誠
実
に
職
務
を
遂
行
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２ 　

市
長
は
、
全
市
民
を
対
象
に
し
た
協

働
の
ま
ち
づ
く
り
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３ 　

市
長
は
、
市
政
の
基
本
方
針
、
政

策
を
明
ら
か
に
し
、
効
率
的
な
市
政

運
営
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第 
12
条　

職
員
は
、
こ
の
条
例
に
定
め
る

事
項
を
自
覚
し
、
市
民
の
視
点
に
立
っ

て
、
公
正
、
誠
実
か
つ
効
率
的
に
職

務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２ 　

職
員
は
、
職
務
の
遂
行
に
必
要
な
知

識
の
習
得
及
び
能
力
向
上
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第 

５
条　

市
民
は
、
安
全
で
安
心
な
生
活

を
送
る
権
利
を
有
す
る
。

２ 　

市
民
は
、
市
議
会
及
び
市
の
保
有
す

る
情
報
を
知
る
権
利
を
有
す
る
。

３ 　

市
民
は
、
市
政
運
営
に
参
画
す
る
権

利
を
有
す
る
。

第 

６
条　

市
民
は
、
自
治
の
基
本
理
念
に

基
づ
き
、
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
む
責

務
を
有
す
る
。

２ 　

市
民
は
、
政
策
形
成
等
に
参
画
す
る

際
、
自
ら
の
発
言
行
動
に
責
任
を
持
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３ 　

市
民
は
、
次
代
を
担
う
子
ど
も
た

ち
の
健
全
育
成
を
図
る
た
め
子
ど
も

た
ち
が
夢
と
希
望
を
も
っ
て
成
長
で

き
る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

４ 　

市
民
は
、
法
令
又
は
条
例
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
納
税
の
義
務
を
負
う
と

と
も
に
、
適
正
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
る
権
利
を
有
す
る
。

第 

13
条　

市
は
、
総
合
的
か
つ
計
画
的
な

市
政
運
営
を
行
う
た
め
、
基
本
構
想
及

び
そ
の
実
現
の
た
め
の
基
本
計
画
等
を

ま
と
め
た
総
合
計
画
を
策
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２ 　

市
は
、
総
合
計
画
の
内
容
を
実
現
す

る
た
め
、
適
切
な
進
行
管
理
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第 

14
条　

市
は
、
総
合
計
画
に
基
づ
く
政

策
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
財
政
計
画

に
基
づ
き
、
健
全
で
持
続
可
能
な
財
政

運
営
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２ 　

市
は
、
財
政
状
況
に
係
る
情
報
、
予

算
の
編
成
及
び
執
行
に
係
る
情
報
を

分
か
り
や
す
く
公
表
す
る
こ
と
に
よ

り
、
財
政
運
営
の
透
明
性
の
確
保
に

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
2
章　

市　

民

　

市
民
の
権
利

　

市
民
の
責
務

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

第
３
章　

市
議
会

　

市
議
会
の
権
限

　

市
議
会
の
責
務

　

市
議
会
議
員
の
責
務

第
４
章　

行　

政

　

市
長
の
責
務

　

職
員
の
責
務

第
５
章　

市
政
運
営

　

総
合
計
画

第
１
節　

運
営
の
原
則

　

財　

政

平成 20年 1月 10日　広報おみたま
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か
に
且
つ
誠
実
に
応
え
る
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第 

19
条　

市
は
、
緊
急
時
に
備
え
、
市
民

の
身
体
、
生
命
、
財
産
の
安
全
性
の
確

保
及
び
向
上
に
努
め
る
と
と
も
に
、
危

機
管
理
の
体
制
を
強
化
す
る
た
め
、
市

民
、
事
業
者
等
、
関
係
機
関
と
の
協
力
、

連
携
及
び
相
互
支
援
を
図
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第 
20
条　

市
及
び
市
民
は
、
相
互
理
解
と

信
頼
関
係
の
も
と
に
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
る
た
め
、
協
働
す
る
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２ 　

市
は
、
前
項
に
規
定
す
る
協
働
を
推

進
す
る
に
あ
た
り
、
市
民
の
自
発
的
な

活
動
を
支
援
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市

の
支
援
は
市
民
の
自
主
性
を
損
な
う
も

の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第 

21
条　

ま
ち
づ
く
り
へ
の
参
画
は
男

女
の
平
等
を
基
本
と
し
、
共
同
で
参

画
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第 

22
条　

市
は
、
重
要
な
事
案
等
の
策
定

に
あ
た
り
、
公
正
の
確
保
と
透
明
性
の

向
上
を
図
る
た
め
、
事
前
に
案
を
公
表

し
、
市
民
か
ら
提
出
さ
れ
た
意
見
を
考

慮
し
て
、
意
思
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第 

23
条　

市
は
、
国
、
茨
城
県
及
び
関
係

地
方
公
共
団
体
等
と
相
互
に
連
携
を
図

り
な
が
ら
適
切
に
対
処
す
る
よ
う
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第 

24
条　

市
は
、
市
民
が
市
の
歴
史
を
知

り
自
治
の
意
識
を
高
め
、
ま
ち
づ
く
り

の
主
体
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
日
と

し
て
市
民
の
日
を
設
け
る
。

第 
25
条　

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
市
長
が
別
に
定
め
る
。

こ
の
条
例
は
、
平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら

施
行
す
る
。

第 

15
条　

市
は
、
市
民
の
知
る
権
利
を
保

障
し
、
市
政
に
関
す
る
情
報
の
公
開
に

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２ 　

市
民
は
、
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
情

報
を
積
極
的
に
提
供
し
、
情
報
共
有
に

よ
る
ま
ち
づ
く
り
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第 

16
条　

市
は
、
保
有
す
る
個
人
情
報
に

つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第 

17
条　

市
は
、
市
民
の
権
利
利
益
の
保

護
に
資
す
る
た
め
、行
政
手
続
に
関
し
、

共
通
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
市
政
運
営
に
お
け
る
公
正
の
確
保

と
透
明
性
の
向
上
を
図
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第 

18
条　

市
は
、
政
策
の
実
施
状
況
や
評

価
に
つ
い
て
、
市
民
に
説
明
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２ 　

市
は
、
市
民
か
ら
の
市
政
に
関
す
る

質
問
、
意
見
、
要
望
等
に
対
し
、
速
や

私わ
た
し

た
ち
は
、
豊ゆ

た

か
な
自し

ぜ

ん然
と
歴れ

き

し史
、

文ぶ

ん

か化
に
育は

ぐ
く

ま
れ
た
小お

み

た

ま

し

み

ん

美
玉
市
民
で
あ

る
こ
と
を
自じ

か

く覚
し
、
誇ほ

こ

り
と
責せ

き
に
ん任
を

も
っ
て
明あ

か

る
く
豊ゆ

た

か
な
ま
ち
を
つ
く

る
た
め
、
こ
こ
に
市し

み
ん
け
ん
し
ょ
う

民
憲
章
を
定さ

だ

め

ま
す
。

　

情
報
共
有
等

　

個
人
情
報
保
護

　

行
政
手
続

　

説
明
責
任

第
２
節　

運
営
の
管
理

　

危
機
管
理

　

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

　

市
民
の
日

　

男
女
共
同
参
画

　

協　

働

第
６
章　

そ
の
他

  

国
、
茨
城
県
及
び
関
係
地
方
公
共
団
体
等
と
の
連
携

　

委　

任

　

附　

則

小お

み

た

ま

し

美
玉
市
市し

み

ん

け

ん

し

ょ

う

民
憲
章

一
、 自し

ぜ

ん然
を
愛あ

い

し
、
豊ゆ

た

か
な
水み

ず

と
緑み

ど
り

と
き
れ
い
な
空く

う

き気
を

守ま
も

り
ま
す

一
、 平へ

い

わ和
を
願ね

が

い
、
夢ゆ

め

と
希き

ぼ

う望

に
満み

ち
た
ま
ち
を
つ
く
り

ま
す

一
、 互た

が

い
に
助た

す

け
合あ

い
、
ル
ー
ル

を
守ま

も

り
、
快か

い
て
き適
で
住す

み
や
す

い
ま
ち
を
つ
く
り
ま
す

一
、 伝で

ん
と
う統
を
生い

か
し
、文ぶ

ん

か化
の
薫か

お

り
高た

か

い
豊ゆ

た

か
な
ま
ち
を
つ

く
り
ま
す

一
、 思お

も

い
や
り
と
感か

ん
し
ゃ謝

の
心こ

こ
ろ

を

育は
ぐ
く

み
、
明あ

か

る
い
家か

て

い庭
を
築き

ず

き
ま
す

広報おみたま　平成 20年 1月 10日
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市
で
は
、
小
美
玉
市
自
治
基
本
条

例
に
基
づ
き
、
市
民
意
見
の
公
募
手

続
に
関
す
る
「
小
美
玉
市
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
規
則
」
の
案
を
作
成
し

ま
し
た
。

　

規
則
の
制
定
に
先
立
ち
、、
広
く

市
民
の
皆
さ
ま
の
意
見
を
募
集
し
ま

す
。
い
た
だ
い
た
意
見
を
基
に
規
則

案
を
修
正
し
、
平
成
20
年
4
月
の
施

行
を
目
指
し
て
ま
い
り
ま
す
。

★
閲
覧
場
所
及
び
意
見
の
提
出
方
法

　

小
美
玉
市
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

規
則
案
は
、
下
記
の
ほ
か
市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
、
本
庁
舎
及
び
各
総
合
支

所
の
玄
関
ロ
ビ
ー
で
閲
覧
及
び
配
布

し
ま
す
。

　

ご
意
見
と
と
も
に
住
所
、
氏
名

又
は
団
体
名
及
び
電
話
番
号
を
記
入

し
、郵
便
、F
A
X
ま
た
は
電
子
メ
ー

ル
に
て
秘
書
広
聴
課
ま
で
お
送
り
く

だ
さ
い
。直
接
持
参
さ
れ
る
場
合
は
、

秘
書
広
聴
課
ま
た
は
各
総
合
支
所
総

務
課
の
職
員
に
お
渡
し
く
だ
さ
い
。

★
意
見
提
出
用
紙

　

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
及
び
閲
覧
場

所
に
置
い
て
あ
り
ま
す
が
、
必
要
事

項
が
記
入
さ
れ
て
い
れ
ば
様
式
は
問

い
ま
せ
ん
。

★
提
出
先

　

郵
便　

　
　

〒
３
１
９-

０
１
９
２

　
　
　

小
美
玉
市
堅
倉
８
３
５

　
　
　
　

小
美
玉
市
役
所
秘
書
広
聴
課
宛

　
　

℻  
４
８-

１
１
９
９

　
　

E
メ
ー
ルinfo@city.omitama.lg.jp

★
提
出
期
間

　

１
月
21
日（
月
）
〜
２
月
25
日（
月
）

★
問
い
合
わ
せ

　

秘
書
広
聴
課
政
策
審
議
係

　

☎
４
８-

１
１
１
１

　

内
線
１
２
１
２

第 

１
条　

こ
の
規
則
は
、
小
美
玉

市
自
治
基
本
条
例（
平
成
19
年
条

例
第
26
号
）第
二
二
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

る
こ
と
に
よ
り
、
市
政
運
営
に

お
け
る
公
正
の
確
保
と
透
明
性

の
向
上
を
図
り
、
市
民
へ
の
説

明
責
任
を
果
た
す
と
と
も
に
、

市
政
へ
の
市
民
参
画
を
促
進
し
、

協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
を
推

進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第 

２
条　

こ
の
規
則
に
お
い
て
、「
パ

ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
」と
は
、
市

の
重
要
な
事
案
等
を
策
定
す
る
過

程
に
お
い
て
、
そ
の
事
案
等
の
趣

旨
、
目
的
、
内
容
等
を
公
表
し
、

広
く
市
民
か
ら
意
見
を
求
め
、
提

出
さ
れ
た
意
見
を
考
慮
し
て
意
思

決
定
を
行
う
と
と
も
に
、
意
見
に

対
す
る
市
の
考
え
方
を
公
表
す
る

一
連
の
手
続
を
い
う
。

２ 　

こ
の
規
則
に
お
い
て
、「
実
施

機
関
」と
は
、
市
長
そ
の
他
の
執

行
機
関
を
い
う
。

３ 　

こ
の
規
則
に
お
い
て
、「
市
民
」

と
は
、
小
美
玉
市
自
治
基
本
条
例

第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

る
市
民
を
い
う
。

第 

３
条　

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の

対
象
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

事
案
等（
以
下「
対
象
事
案
」と
い

う
。）と
す
る
。

　

⑴ 　

次
に
掲
げ
る
条
例
の
制
定
又

は
改
廃
に
係
る
案
の
策
定

　

ア 　

市
の
基
本
的
な
制
度
を
定
め

る
条
例

　

イ 　

市
民
に
義
務
を
課
し
、
又
は

権
利
を
制
限
す
る
こ
と
を
内
容

と
す
る
条
例（
金
銭
の
賦
課
徴

収
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。）

　

⑵ 　

市
の
基
本
的
な
計
画
、
各
分

野
の
基
本
方
針
を
定
め
る
計
画

の
策
定
、
変
更
又
は
廃
止

　

⑶ 　

市
民
生
活
又
は
事
業
活
動
に

直
接
か
つ
重
大
な
影
響
を
与
え

る
行
政
指
導
の
指
針
等
の
制
定

又
は
改
廃

　

⑷ 　

市
の
基
本
的
な
方
向
性
を
定

め
る
憲
章
、
宣
言
等
の
制
定
又

は
改
廃

　

⑸ 　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

か
、
実
施
機
関
が
特
に
必
要
と

認
め
る
も
の

２ 　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
省

略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

⑴ 　

縦
覧
そ
の
他
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ

メ
ン
ト
に
準
じ
る
意
見
聴
取
の

手
続
が
法
令
に
よ
り
定
め
ら
れ

て
い
る
と
き
。

　

⑵ 　

実
施
機
関
が
特
に
迅
速
又
は

緊
急
を
要
す
る
と
認
め
る
と
き
。

　

⑶　

軽
微
な
変
更
の
と
き
。

　

⑷ 　

審
議
会
、
審
査
会
等（
以
下

「
審
議
会
等
」と
い
う
。）の
議

を
経
て
事
案
等
を
策
定
し
よ

う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当

該
審
議
会
等
が
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
に
準
じ
た
手
続
を

実
施
し
た
と
き
。

　

⑸ 　

地
方
自
治
法
第
七
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
直
接
請
求
に

よ
り
議
会
提
出
す
る
と
き
。

第 

４
条　

実
施
機
関
は
、
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
対
象
事
案
の
意

思
決
定
前
の
適
切
な
時
期
に
当

該
対
象
事
案
の
案
を
公
表
す
る

も
の
と
す
る
。

２ 　

前
項
の
公
表
を
す
る
と
き
は
、

次
の
資
料
を
併
せ
て
公
表
す
る
も

の
と
す
る
。

　

⑴ 　

対
象
事
案
の
案
を
作
成
し
た

趣
旨
及
び
目
的

　

⑵ 　

対
象
事
案
の
案
を
作
成
す
る

と
き
に
整
理
し
た
考
え
方

　

⑶ 　

そ
の
他
対
象
事
案
の
案
を
理

解
す
る
た
め
に
必
要
な
関
連
資
料

第 

５
条　

前
条
に
規
定
す
る
公
表

は
、
次
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。

　

⑴ 　

本
庁
舎
及
び
各
総
合
支
所
並

び
に
公
表
す
る
対
象
事
案
の
案

に
応
じ
て
必
要
な
場
所
で
の
閲

覧
又
は
配
布

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

規
則
案
が
で
き
ま
し
た

〜
皆
さ
ま
の
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
〜

　

目　

的

小
美
玉
市

　

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
規
則（
案
）

　

定　

義

　

対　

象

　

対
象
事
案
の
案
の
公
表

　

公
表
方
法

平成 20年 1月 10日　広報おみたま
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⑵ 　

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
へ
の

掲
載

　

⑶ 　

そ
の
他
、
実
施
機
関
が
必
要

と
認
め
る
方
法

２ 　

実
施
機
関
は
、
前
項
に
規
定
す

る
方
法
で
公
表
を
行
う
場
合
に
お

い
て
、
次
の
事
項
を
市
の
広
報
紙

等
に
お
い
て
、
予
告
す
る
も
の
と

す
る
。

　

⑴ 　

前
条
の
規
定
に
よ
り
公
表
す

る
対
象
事
案
の
案
の
名
称

　

⑵ 　

対
象
事
案
の
案
に
対
す
る
意

見
の
提
出
方
法
及
び
提
出
期
間

　

⑶　

対
象
事
案
の
案
等
の
入
手
方
法

第 

６
条　

実
施
機
関
は
次
の
方
法
に

よ
り
、
対
象
事
案
の
案
に
対
す
る

市
民
か
ら
の
意
見
の
提
出
を
受
け

る
も
の
と
す
る
。

　

⑴　

郵
便

　

⑵　

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ

　

⑶　

電
子
メ
ー
ル

　

⑷　

直
接
書
面
を
持
参

２ 　

実
施
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に

よ
り
意
見
を
提
出
し
よ
う
と
す
る

市
民
に
対
し
、
住
所
、
氏
名
及
び

電
話
番
号（
企
業
や
N
P
O
法
人
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
に
あ
っ
て

は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
電
話

番
号
）の
明
示
を
求
め
る
も
の
と

す
る
。

３ 　

実
施
機
関
が
意
見
の
提
出
を

受
け
る
期
間
は
、
対
象
事
案
の

案
の
公
表
の
日
か
ら
一
カ
月
程

度
を
目
安
と
し
て
定
め
る
も
の

と
す
る
。

第 

７
条　

実
施
機
関
は
、
前
条
の
規

定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
意
見
を

考
慮
し
て
、
対
象
事
案
の
策
定

に
つ
い
て
意
思
決
定
を
す
る
も

の
と
す
る
。

第 
８
条　

実
施
機
関
は
、
対
象
事
案

の
策
定
の
意
思
決
定
に
あ
た
り
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
公

表
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

小
美
玉
市
情
報
公
開
条
例（
平
成

18
年
条
例
第
10
号
）第
九
条
に
規

定
す
る
非
公
開
情
報
に
該
当
す

る
情
報
又
は
そ
の
他
正
当
な
理

由
が
あ
る
と
き
は
こ
の
限
り
で

な
い
。

　

⑴　

提
出
さ
れ
た
意
見
の
内
容

　

⑵ 　

提
出
さ
れ
た
意
見
に
対
す
る

市
の
考
え
方

　

⑶ 　

対
象
事
案
の
案
の
修
正
を

行
っ
た
と
き
は
そ
の
内
容

２ 　

前
項
に
規
定
す
る
公
表
は
、
原

則
と
し
て
第
五
条
第
一
項
に
規
定

す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第 

９
条　

実
施
機
関
は
、
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
を
行
っ
て
い
る
事
案

の
一
覧
表
を
作
成
し
、
市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
等
の
方
法
に

よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

第 

10
条　

こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

１ 　

こ
の
規
則
は
、
平
成
20
年
４
月

１
日
か
ら
施
行
す
る
。

２ 　

現
に
策
定
の
過
程
に
あ
る
事
案

等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
の
施

行
前
で
あ
っ
て
も
、
規
則
に
準
じ

た
手
続
を
実
施
す
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
。

〈
対
象
と
な
る
法
人
〉

　

平
成
19
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
22
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
小
美
玉
市

内
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
新
設
又
は
増
設
し
、
市
内
の
事
務
所
等
の
雇

用
者
が
５
人
以
上（
注
１
）増
加
す
る
法
人（
特
例
法
人
）に
つ
い
て
は
、
市

税
の
特
別
措
置
の
対
象
と
な
り
、
事
務
所
等
の
新
増
設
に
伴
う
土
地（
注

２
）、
家
屋
及
び
償
却
資
産（
特
例
資
産
）の
一
部
又
は
全
部
に
お
い
て
固

定
資
産
税（
３
年
間
）が
課
税
免
除
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
次
の
も
の
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

　

⑴
風
俗
営
業
等
を
営
む
事
務
所
、
事
業
所
。

　

⑵
市
税
及
び
各
使
用
料
等
を
滞
納
し
て
い
る
法
人
。

　

⑶ 

事
務
所
等
の
新
増
設
が
、
合
併
・
分
割
、
新
た
に
法
人
を
設
立
す
る

た
め
の
現
物
出
資
、
組
織
の
変
更
に
よ
る
も
の
で
あ
る
も
の
。

　

注
１
）
・ 

小
美
玉
市
内
に
住
所
を
有
す
る
者
を
３
人
以
上
含
む
も
の
と

な
り
ま
す
。

　
　
　
　

・ 

事
務
所
等
の
新
増
設
が
、工
業
団
地
内
等
で
あ
る
場
合
に
は
、

雇
用
者
が
５
人
以
上
増
加
し
な
く
て
も
課
税
免
除
の
対
象
と

な
り
ま
す
。

　

注
２
）
・ 

土
地
に
つ
い
て
は
、
取
得
後
１
年
以
内
に
事
務
所
等
の
建
設

に
着
手
し
た
も
の
で
、
対
象
部
分
は
、
家
屋
の
底
地
面
積
と

な
り
ま
す
。

〈
課
税
免
除
申
告
〉

　

市
税
の
特
別
措
置
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
特
例
資
産
を

取
得
し
た
年
の
翌
年
の
１
月
31
日
ま
で
に
、「
特
例
資
産
に
係
る
固
定
資

産
税
の
課
税
免
除
申
告
書
」を
小
美
玉
市
商
工
観
光
課
へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
小
美
玉
市
産
業
経
済
部
、
商
工
観
光
課
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　

商
工
観
光
課　

☎
４
８-

１
１
１
１　

内
線
１
１
７
３

　

意
見
の
提
出
方
法
及
び
提
出
期
間

　

提
出
意
見
の
考
慮

　

結
果
の
公
表

　

一
覧
表
の
作
成
等

　

そ
の
他

附　

則

　

施
行
期
日

　

経
過
規
定

産
業
活
動
の
活
性
化
及
び
雇
用
機
会
の

　

創
出
の
た
め
の
固
定
資
産
税
の

　
　

特
別
措
置（
課
税
免
除
）に
つ
い
て

広報おみたま　平成 20年 1月 10日
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指
定
管
理
者
制
度
と
は
、県
、

市
町
村
な
ど
の
地
方
公
共
団
体

が
所
有
す
る
公
の
施
設
の
管
理

運
営
を
民
間
の
事
業
者
な
ど
が

行
え
る
制
度
で
す
。

　

こ
の
制
度
が
誕
生
し
た
理

由
は
、
民
間
の
豊
富
な
経
営
上

の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
と
り
入
れ
る

こ
と
で
、
良
質
で
多
彩
な
市
民

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
や
施
設
の

効
率
的
な
運
用
を
図
る
こ
と

に
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
指
定
管
理
者
が
管
理

運
営
を
行
う
期
間
に
つ
い
て

は
、制
度
上
特
に
定
め
は
な
く
、

公
の
施
設
の
目
的
や
特
性
な
ど

に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
適
正

に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ

れ
て
お
り
ま
す
。

　

国
保
中
央
病
院
の
指
定
管
理

者
に
つ
い
て
は
、
管
理
運
営
の

期
間
を
平
成
20
年
4
月
か
ら
平

成
25
年
3
月
末
ま
で
の
5
年
間

と
し
て
お
り
ま
す
。

　

近
年
の
国
保
中
央
病
院
の

運
営
状
況
は
、
国
に
お
け
る
医

療
制
度
の
改
革
な
ど
に
よ
り
、

医
師
の
不
足
や
収
入
の
落
ち

込
み
が
表
面
化
す
る
な
ど
極

め
て
厳
し
い
事
態
に
直
面
し

て
お
り
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
収
入
に
よ
っ

て
人
件
費
が
ま
か
な
え
な
い
な

ど
多
額
の
赤
字
が
発
生
し
て
い

る
状
況
で
、
こ
の
赤
字
分
に
つ

い
て
は
、
市
の
一
般
財
源
か
ら

補
塡
を
受
け
な
が
ら
の
運
営
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、『
80
』の
入
院
患
者
用

ベ
ッ
ド
を
保
有
し
て
お
り
ま
す

が
、
入
院
患
者
数
は
、
こ
の
２

〜
３
割
程
度
と
入
院
患
者
の
受

入
れ
も
十
分
に
行
え
な
い
状
況

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
救
急
車
に
よ
る
患

者
の
受
入
れ
も
で
き
な
い
状
況

が
続
い
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な

こ
と
か
ら
、
関
係
機
関
と
の
協

議
、
調
整
を
行
っ
た
結
果
、
引

き
続
き
よ
り
良
い
医
療
の
提
供

と
効
率
的
で
効
果
的
な
運
営
を

目
指
す
と
の
観
点
か
ら
、
指
定

管
理
者
制
度
を
導
入
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

　

指
定
管
理
者
の
候
補
者
は
、

特
別
な
場
合
を
除
き
、
公
募
に

よ
り
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り

ま
す
。

　

国
保
中
央
病
院
の
指
定
管
理

者
候
補
者
の
公
募
は
、
市
が
国

保
中
央
病
院
の
運
営
方
針
や
運

営
上
の
条
件
な
ど
を
示
し
、
こ

れ
に
対
し
、
応
募
者
が
具
体
的

な
提
案
を
行
う
と
い
う
方
法
で

行
い
ま
し
た
。

　

具
体
的
に
は
、
昨
年
の
6
月

か
ら
7
月
に
か
け
て
行
い
ま
し

た
が
、
3
団
体
か
ら
の
問
い
合

わ
せ
が
あ
っ
た
も
の
の
実
際
の

応
募
は
、
1
団
体（
医
療
法
人
幕

内
会
）の
み
と
な
り
ま
し
た
。

　

続
い
て
、
こ
の
応
募
団
体
が

指
定
管
理
者
と
し
て
適
し
て
い

る
か
ど
う
か
の
判
定
が
必
要
な

こ
と
か
ら
、
市
で
は
、
有
識
者
、

議
会
議
員
、
市
幹
部
職
員
で
構

成
す
る
指
定
管
理
者
候
補
者
選

定
委
員
会
を
開
催
し
、
こ
の
団

国
保
中
央
病
院
の

 
指
定
管
理
者
制
度
に
つ
い
て

　

国
保
中
央
病
院
の
管
理
運
営
は
、
今
年
の
4
月
1
日
か
ら
、

指
定
管
理
者（
医
療
法
人
幕
内
会
）が
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

現
在
、
市
と
指
定
管
理
者
と
の
あ
い
だ
で
、
こ
れ
に
向
け
て

さ
ま
ざ
ま
な
調
整
な
ど
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
国
保
中
央
病
院
の
指
定
管
理
者
制
度
の
具
体
的
内

容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

【
指
定
管
理
者
制
度
と
は
？
】

【
国
保
中
央
病
院
の

　

指
定
管
理
者
制
度
が

　
　

採
用
さ
れ
た
わ
け
は
?
】

【
国
保
中
央
病
院
の

　

指
定
管
理
者
は
、

　
　

ど
の
よ
う
に
し
て

　
　
　
　

決
定
さ
れ
た
の
?
】

平成 20年 1月 10日　広報おみたま



9

体
に
対
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
や
団

体
が
提
案
し
た
管
理
運
営
方
針

な
ど
の
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
こ
の
団
体
が
国

保
中
央
病
院
の
指
定
管
理
者
と

し
て
適
し
た
団
体
で
あ
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
指
定
管
理
者
制
度

で
は
、指
定
管
理
者
の
指
定（
決

定
）は
、
議
会
の
議
決
が
必
要

と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
先
の
選
定
委
員

会
で
、
指
定
管
理
者
候
補
者
に

承
認
さ
れ
た
団
体
を
指
定
管
理

者
と
し
て
指
定（
決
定
）す
る
こ

と
に
つ
い
て
、
昨
年
7
月
の
議

会
臨
時
会
に
議
案
上
程
し
た
と

こ
ろ
、
議
決
が
な
さ
れ
、
こ
れ

に
よ
り
指
定
管
理
者
が
正
式
に

決
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

指
定
管
理
者
制
度
は
、
公
の

施
設
の
管
理
運
営
を
地
方
公
共

団
体
に
か
わ
っ
て
指
定
管
理
者

が
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

国
保
中
央
病
院
の
管
理
運
営

が
指
定
管
理
者
に
移
行
さ
れ
て

も
、
国
保
中
央
病
院
は
、
公
立

の
病
院
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

指
定
管
理
者
は
、
市
の
施
設

で
あ
る
国
保
中
央
病
院
を
利
用

し
、
市
が
掲
げ
る
運
営
方
針
に

則
っ
た
管
理
運
営
を
行
う
こ
と

が
基
本
と
な
り
ま
す
。

　

つ
ま
り
、国
保
中
央
病
院
は
、

市
の
病
院
と
し
て
の
位
置
づ
け

は
変
わ
り
ま
せ
ん
の
で
、
指
定

管
理
者
は
、
自
ら
が
持
つ
経
営

手
法
を
生
か
し
、
患
者
の
皆
さ

ま
に
良
質
な
医
療
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
と
と
も
に
施
設
の
有

効
な
活
用
と
効
率
的
な
管
理
運

営
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

指
定
管
理
者
制
度
に
お
い

て
は
、
施
設
の
利
用
料
な
ど
を

指
定
管
理
者
の
収
入
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
お

り
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
一
般
的

な
医
療
に
お
け
る
収
入
は
、
指

定
管
理
者
が
直
接
受
け
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

指
定
管
理
者
が
経
営
で
生
み

出
し
た
利
益
は
、
自
助
努
力
の

結
果
で
も
あ
り
、
原
則
、
指
定

管
理
者
の
も
の
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
は
、
指
定
管
理
者

制
度
の
趣
旨
に
も
合
致
す
る

も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り

ま
す
。

　

し
か
し
、
現
在
の
国
保
中
央

病
院
の
運
営
は
、
赤
字
分
の
補

填
と
し
て
市
の
一
般
財
源
か
ら

多
額
の
援
助
を
受
け
て
い
る
状

況
に
あ
り
、
指
定
管
理
者
に
移

行
し
て
も
す
ぐ
に
こ
う
し
た
事

態
を
解
消
す
る
こ
と
は
困
難
か

と
思
い
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
指
定
管
理
者

へ
の
移
行
後
、
あ
る
一
定
の
期

間
に
つ
い
て
は
、
市
が
こ
の
不

足
分
を
委
託
料
と
し
て
負
担
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

　

一
方
、
市
民
の
皆
さ
ま
が
望

む
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

た
め
に
は
、
経
営
上
赤
字
と
な

る
よ
う
な
医
療
サ
ー
ビ
ス
も
行

わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
例

え
ば
、
24
時
間
の
救
急
医
療
体

制
を
整
え
る
に
は
、
夜
間
に
お

い
て
も
医
師
や
看
護
師
な
ど
の

ス
タ
ッ
フ
を
常
備
し
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
多
額
の
人
件
費
も
必

要
と
な
り
、
利
益
を
あ
げ
る
こ

と
が
難
し
い
面
が
あ
る
と
さ
れ

て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
不
採
算
部
門
に

つ
い
て
も
指
定
管
理
者
に
行
わ

せ
る
こ
と
が
、
市
民
の
皆
さ
ま

の
安
心
な
暮
ら
し
を
担
保
す
る

こ
と
に
も
つ
な
が
り
、
ま
た
こ

の
こ
と
自
体
が
公
的
病
院
の
本

来
的
役
割
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
不
採
算
な
部
門

に
対
し
て
は
、
市
は
政
策
医
療

費
と
し
て
応
分
の
負
担
を
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
こ
う
し
た
背
景
に

あ
っ
て
も
、
今
後
の
運
営
が
極

め
て
好
調
で
十
分
な
利
益
を
あ

げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
時
に

は
、委
託
料
負
担
の
打
ち
切
り
、

さ
ら
に
は
一
定
以
上
の
利
益
に

対
し
て
は
、
指
定
管
理
者
か
ら

そ
の
利
益
の
一
部
を
市
に
還
元

し
て
も
ら
う
こ
と
を
考
え
て
お

り
ま
す
。

　

仮
に
、
利
益
本
位
の
運
営
が

行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
医

療
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
が
懸
念
さ

れ
、
市
民
病
院
と
し
て
の
位
置

づ
け
が
崩
壊
し
か
ね
ま
せ
ん
。

　

市
で
は
、
指
定
管
理
者
が
市

民
病
院
と
し
て
の
役
割
を
果

し
て
い
る
か
な
ど
を
常
に
監
視

し
、改
善
が
必
要
な
場
合
に
は
、

厳
し
く
こ
れ
を
求
め
、
利
益
偏

重
の
運
営
に
な
ら
な
い
よ
う
指

導
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

健
康
保
険
を
使
っ
て
の
診
察

な
ど
の
料
金
は
、
医
療
制
度
で

定
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
で
す

か
ら
、
指
定
管
理
者
に
か
わ
っ

て
も
こ
の
よ
う
な
料
金
は
変
わ

り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
健
康
保
険
が
適
用

さ
れ
な
い
医
療
に
つ
い
て
、
例

え
ば
、
入
院
時
に
個
室
を
使
用

【
指
定
管
理
者
制
度
に
な
る
と
、

　

国
保
中
央
病
院
は
、

　
　

市
の
病
院
で
は
な
く
な
る
の
?
】

【
収
入
は
指
定
管
理
者
の

も
の
に
な
る
の
?
】

【
利
益
は
、市
に
還
元
さ
れ
る
の
?
】

【
国
保
中
央
病
院
の

　

指
定
管
理
者
が

　

  

利
益
本
位
の
運
営
に

な
る
こ
と
は
な
い
の
?
】

【
指
定
管
理
者
が
国
保
中
央
病
院
の

　

管
理
運
営
を
行
う
こ
と
で
、

　
　

診
察
料
や
利
用
料
は

高
く
な
ら
な
い
の
?
】

広報おみたま　平成 20年 1月 10日
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す
る
場
合
の
差
額
ベ
ッ
ド
代
な

ど
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
病
院
が
独

自
に
定
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。
こ
う
し
た
料
金
は
、
提

供
す
る
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
中
身

に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
ま
す
の

で
、
今
よ
り
も
良
く
な
る
も
の

で
あ
れ
ば
、
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

る
側
の
対
価
も
相
応
の
ご
負
担

を
い
た
だ
く
こ
と
が
基
本
と
な

り
ま
す
。

　

し
か
し
、国
保
中
央
病
院
は
、

公
立
の
病
院
で
あ
り
ま
す
か
ら

指
定
管
理
者
が
こ
の
よ
う
な
料

金
を
自
由
に
決
め
る
こ
と
と
す

る
の
で
は
な
く
、
市
が
認
め
る

範
囲
で
の
料
金
と
す
る
こ
と
に

い
た
し
ま
す
。

　

市
で
は
、
こ
の
よ
う
な
料
金

に
つ
い
て
は
、
市
民
の
皆
さ
ま

の
た
め
の
病
院
で
あ
る
こ
と
を

基
本
に
考
え
、
低
額
の
ご
負
担

と
な
る
よ
う
に
指
定
管
理
者
と

調
整
を
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

国
保
中
央
病
院
の
指
定
管
理

者
は
、
医
療
法
人
幕
内
会（
理

事
長 

幕
内
幹
男
）に
決
定
し
た

こ
と
は
、
先
に
広
報
紙
な
ど
で

ご
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

医
療
法
人
幕
内
会
は
、
昭
和

41
年
に
前
理
事
長 

幕
内
春
義 

が
設
立
し
、
平
成
元
年
に
現

理
事
長 
幕
内
幹
男 

が
受
け
継

ぎ
、
現
在
、
石
岡
市
内
で『
山

王
台
病
院
』、『
山
王
台
病
院
附

属
東
ク
リ
ニ
ッ
ク
』、
介
護
老

人
保
健
施
設『
あ
い
あ
い
』、
小

規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業

所『
た
な
ご
ご
ろ
』、
障
害
者
・

人
間
・
社
会
参
加
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー『
う
き
う
き
マ
イ
ス

タ
ー
』の
運
営
を
行
っ
て
お
り

ま
す
。

　

基
幹
病
院
で
あ
る
山
王
台
病

院
は
、
52
床
の
入
院
患
者
用

ベ
ッ
ド
を
保
有
し
、
内
科
、
外

科
を
は
じ
め
11
科
の
診
療
科
目

を
掲
げ
、
患
者
の
ニ
ー
ズ
に

沿
っ
た
、
患
者
中
心
の
医
療

サ
ー
ビ
ス
を
徹
底
す
る
こ
と
を

信
条
と
し
て
お
り
ま
す
。ま
た
、

最
先
端
の
高
度
専
門
医
療
を
実

現
し
、
県
内
唯
一
の
腹
腔
鏡
下

噴
門
形
成
術
も
１
０
０
例
を
超

え
て
お
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
救

急
医
療
へ
の
積
極
的
な
取
り
組

み
を
進
め
て
お
り
ま
す
。

　

指
定
管
理
者
か
ら
の
主
な
提

案
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り

で
す
。

　

国
保
中
央
病
院
の
運
営
方

針
で
は
、
患
者
の
健
康
を
守

る
た
め
迅
速
で
か
つ
正
確
な

診
断
と
高
度
で
適
切
な
医
療

を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
、
病
気
を
全
人
的
に
把
握

し
、
安
ら
ぎ
の
あ
る
環
境
で
、

で
き
る
だ
け
苦
痛
の
な
い
検

査
と
治
療
を
実
施
す
る
も
の

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

医
療
体
制
で
は
、
救
急
医
療

体
制
を
整
え
、
積
極
的
に
救
急

患
者
を
受
入
れ
、
外
来
診
療
科

目
に
つ
い
て
は
、
指
定
期
間
の

5
年
間
内
に
、
内
科
、
外
科
、

整
形
外
科
、
消
化
器
科
、
循

環
器
科
、
リ
ウ
マ
チ
科
、
皮
膚

科
、
肛
門
科
、
眼
科
、
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科
な
ど
16
科
の

診
療
を
行
う
提
案
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。
ま
た
、外
来
診
療
は
、

月
曜
日
か
ら
土
曜
日
ま
で（
祝

日
や
年
末
年
始
を
除
く
）行
う

　国保中央病院の管理運営が指定管理者に移行されることに伴い、昨年 10 月、
小美玉市公的医療機関運営審議会で新たな名称について協議がなされました。そ
の結果、『小美玉市医療センター』が新たな名称とし
てふさわしいとされました。
　これを受け、昨年 12月の議会定例会に国保中央
病院の指定管理者制度に向けた条例の制定とあわせ
て名称を『小美玉市医療センター』に変えることに
ついて提案したところ、これが議決となり、この名
称が決定されました。

【
国
保
中
央
病
院
の
指
定
管
理
者
は
、

ど
の
よ
う
な
団
体
な
の
?
】

【
国
保
中
央
病
院
の
管
理
運
営
に

　

あ
た
り
、
指
定
管
理
者
か
ら
は

　
　

ど
の
よ
う
な
提
案
が
あ
っ
た
の
?
】

小美玉市国保中央病院の名称は、
　平成 20年４月から
　　『小美玉市医療センター』

に変わります。

こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
診
療
時

間
は
、
平
日
が
、
午
後
6
時
30

分
ま
で
、
土
曜
日
は
、
午
後
5

時
ま
で
実
施
す
る
予
定
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。

【問い合わせ】   公的医療機関経営改革推進室　☎４８－１１１１　内線 2251

平成 20年 1月 10日　広報おみたま
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◆
地
域
の
部

　

優
秀
賞　

花
野
井
区

　

優
秀
賞　

火
の
橋
常
会

◆
学
校
の
部

　

最
優
秀
賞　

竹
原
小
学
校

　

優
秀
賞　

玉
里
東
小
学
校

◆
茨
城
県
技
能
者
表
彰（
茨
城
県
知
事
表
彰
）

　

住
田
俊
夫
さ
ん（
職
種
：
ア
ー
ク
溶
接
工
）

◆
小
学
校
高
学
年
の
部

　

優
秀
賞 

　
「
未
来
の
と
び
ら
を
開
く
た
め
に
」

　
　

山
﨑
莉
沙
さ
ん（
羽
鳥
小
６
年
）

　

奨
励
賞

　
「
将
来
の
夢
」

　
　

原
茉
奈
美
さ
ん（
小
川
小
６
年
）

　

子
ど
も（
１
〜
６
歳
ま
で
の
幼
児

を
対
象
）に
起
こ
り
や
す
い
事
故（
誤

飲
・
頭
部
打
撲
・
熱
傷
等
）の
予
防

と
応
急
手
当
の
方
法
、
日
ご
ろ
起
こ

し
や
す
い
病
気（
発
熱
・
け
い
れ
ん

等
）に
対
す
る
手
当
の
仕
方
に
つ
い

て（
講
話
・
実
技
で
）学
ぶ
こ
と
が
で

き
ま
す
。

と　

き　

３
月
１
日（
土
）

　
　
　
　

午
前
９
時
30
分
〜
正
午

と
こ
ろ　

四
季
健
康
館

講　

師　

赤
十
字
幼
児
安
全
法
指
導
員

定　

員　

30
名

参
加
費　

50
円（
教
材
代
）

募
集
期
間　

１
月
21
日（
月
）〜

２
月
15
日（
金
）

※ 

定
員
に
な
り
次
第
、
締
め
切
ら
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

持
参
す
る
も
の

　

①
筆
記
用
具

　

②
大
判
の
ハ
ン
カ
チ（
バ
ン
ダ
ナ
）

　

③
パ
ン
テ
ィ
ー
ス
ト
ッ
キ
ン
グ

○ 

託
児
所
を
設
け
ま
す
の
で
、
ご
利

用
の
方
は
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

○ 

申
込
み
は
、
左
記
窓
口
へ
直
接
申
込

む
か
、
ま
た
は
お
電
話
く
だ
さ
い
。

主　

催　

日
本
赤
十
字
社
小
美
玉
市
地
区 

問
社
会
福
祉
課
社
会
福
祉
係（
玉
里
総
合
支
所
内
）

　

☎
４
８-

１
１
１
１　

内
線
３
２
２
５

　
福
祉
事
務
所
小
川
支
所（
小
川
総
合
支
所
内
）

　

☎
４
８-

１
１
１
１　

内
線
２
１
１
１ 

　
福
祉
事
務
所
美
野
里
支
所（
四
季
健
康
館
内
）

　

☎
４
８-

０
２
２
１　

内
線
４
０
１
１

第
35
回

　

花
と
緑
の
環
境
美
化
コ
ン
ク
ー
ル

地
方
表
彰
を
受
賞

平
成
19
年
度

　

卓
越
し
た
技
能
者
の
表
彰
受
賞

第
36
回

　

小
平
記
念
作
文
入
賞
者

■水戸税務署長賞………………………………「作ろうよ 税を納めて 輝く未来」 柳本貴大（小川南中 2年）
     　「納めよう 社会のために 未来のために」 小林青空（小川北中 2年）
     　「幸せは あなたの税が つくります」髙木茉耶（美野里中 3年）
     　「税金で あなたと描く 未来像」福田 栞（玉里中 3年）
■茨城県租税教育推進協議会会長賞…………「税金を 納めて安心 日本の未来」坂井一哉（美野里中 1年）
■小美玉市長賞…………………………………「消費税 未来を築く 第一歩」 真家佳奈（小川北中 1年）
     　「この税は 豊かな国への 第一歩」竹内文香（美野里中 3年）
     　「税金は くらしを守る 貯金箱」大槻百合香（玉里中 2年）
■小美玉市教育長賞……………………………「税金は 豊かな未来を 築くもの」 長谷川絵美（小川北中 2年）
     　「税金は 明日をともす 希望の灯」櫻井実咲（美野里中 2年）
     　「税金は 輝く未来へ 続く道」水野加奈（玉里中 1年）
■水戸国税モニター会会長賞…………………「税金は 生活ささえる 栄養素」船見信太朗（小川北中 2年）

●中学生の税に関する標語入賞作品

●中学生の税についての作文入選者
■茨城県納税貯蓄組合連合会会長賞…………「税金の在り方について」  久保田海璃（美野里中 3年）
■水戸間税会会長賞……………………………「私たちの身近な税金」 遠藤理美（玉里中学校 3年） 
■水戸地区税貯蓄組合連合会優秀賞…………「日本の税の使い方」 前島未来（小川南中 3年）
     　「税金の大切さ」  船見信太朗（小川北中 2年）
     　「税の平等」  木村尚弘（美野里中 3年）

幼
児
安
全
教
室
に

参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
?

善
意
を
あ
り
が
と
う

●
防
犯
灯
一
式（
設
置
工
事
含
む
）
12
基

　

と
り
せ
い
商
事（
株
）

　
　

社
長　

長
谷
川
將
行

左から竹原小学校、花野井区、
玉里東小学校の代表の方がた

広報おみたま　平成 20年 1月 10日
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　出 前 講 座 開 講
　市では、住民主体によるまちづくりの推進を図るため、市政に対する一層の理解を深めていただくともに、まちづ
くりへの参加を促進するために「小美玉市政出前講座」開講しました。

どんな講座ですか。どんな講座ですか。

利用できる方は利用できる方は

講座の開催日は講座の開催日は

開催時間は開催時間は

　市が重点的に取り組んでいる事業等について、市職員等が集会場などに伺
い、わかりやすく説明し、市政に対する理解を深めていただくとともに、住
民主体によるまちづくりの促進を目的に実施されます。

　市内に居住・通勤・通学している 10 人以上のグループならどなたでも。

　開催日は毎日です。ただし、12月 29日から 1月 3日は除きます。

　午前 9時から午後 9時（土曜日・日曜日及び祝日は午後 5時）までの間の
３時間以内です。

出前講座テーマ 内　容 時間（分）

ま
ち
づ
く
り

小美玉市総合計画について 総合計画についてお話します。 60 分

男女共同参画に
よる社会づくり

「男女共同参画社会って何だろう?」「自
分らしく生きたい !」等々…
そんな男女共同参画に関する日頃の疑
問や思いについて、学んでみませんか 

30 分

数字で見る
小美玉市

国勢調査をはじめとする各種
統計調査の結果をもとに小美
玉市の現在の姿を紹介します

30 分

わたしたちの
まちの財政状況

市の予算、決算、財務指標な
どについてお話します。 60 分

茨城空港の
概要について

平成 21 年度の開港に向けて工
事が進む「茨城空港」の進捗状
況等についてお話します。

45 分

自治基本条例
について

自分たちのまちをどのように
築いていくかかなどの基本
ルールについて説明します。

30 分

選挙のはなし
選挙制度のあらまし、期日前投票、選挙
運動のルールなどについて話します。（選
挙期日前 1 カ月の期間は調整が必要）

30 分

しっかり取り組
みます行財政改
革について

集中改革プランをもとに、市の現
状や基本的な考え方、これまでの
取り組み内容、これからの課題等
についてお話します。

60 分

市役所の
組織と仕事 組織と仕事についてお話します。 30 分

情報公開制度、
個人情報保護
制度ってなに ?

情報公開制度、個人情報保護
制度の仕組みと公開請求手続
きについてお話します。

30 分

指定管理者
制度ってなに ?

公の施設の管理運営の新しい
制度について説明します。 30 分

国際交流について 姉妹都市アビリン市との国際
交流についてお話します。 30 分

コミュニテイって
なに ?

地域におけるコミュニティ活動につ
いてお話します。 30 分

まちづくり組織
支援事業

まちづくりの支援事業につい
て説明します。 30 分

　　　　講座テーマ　　

出前講座テーマ 内　容 時間（分）

ま
ち
づ
く
り

議会のしくみ 定例会のながれ、請願・陳情・
傍聴についてお話します。 30 分

監査事務制度
について

監査の役割、監査制度につい
てお話します。 30 分

環　

境

環境と暮らしを
守る下水道 下水道の役割としくみについて 30 分

水道の仕組みと
役割について

水道の水ができるまで、家庭
の給水栓、安全でおいしい水、
水道料金について

30 分

産　

業

小美玉市の農業 市の農業の現状と展望、担い手対
策などについてお話します。 30 分

小美玉市の
商工・観光

小美玉市の商工・観光の現状
と今後についてお話します。 15 分

農業委員会の
仕事

農業委員会制度や農地の売買
及び転用をする場合等の取り
扱いについてお話します。

30 分

都
市
整
備

生活道路が
整備されるまで

道路として整備されるまでを
お話します。 15 分

小美玉市の
都市計画

小美玉市の都市計画について
お話します。 30 分

自分の住まいを
建てるにあたって

建築確認申請の内容や流れ、事前の
準備や手続き、審査のチェックポイ
ント、施主としての注意する事柄等

30 分

教
育
・
学
習
・
文
化

文化ホールについて 文化ホールの運営について 30 分

教育委員会とは
どんなところ

教育委員会の組織と役割につ
いてお話します。 30 分

小美玉市の
幼児教育

幼児教育の現状と課題につい
てお話します。 30 分

今、学校では 小中学校の教育の現状等についてお
話します。 30 分

いじめの無い
学校について

いじめの実態や学校、家庭、地域
の取り組みについてお話します。 30 分

不登校問題
について

不登校の実態や学校、家庭、地域
の取り組みについてお話します。 30 分

教育施策の
あらまし

小美玉市の教育課題と主要施策と主
要な取り組みについてお話します。 30 分

平成 20年 1月 10日　広報おみたま
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小 美 玉 市 政 　　
開催場所は開催場所は

申込み方法は申込み方法は

申込みにあたってのお願い申込みにあたってのお願い

　出前講座のテーマ一覧から受講したい講座を選び、開催希望日の 20日前
までに、市長公室秘書広聴課へご連絡ください。申請書を送付します。
　また、申請書は、市ホームページからもダウンロードできます。

①市政出前講座は、苦情や要望をお聞きする場ではありませんので、趣旨を
　ご理解のうえ、お申込み願います。
②政治、宗教又は営利を目的とする出前講座の趣旨に沿わない集会等では実
　施できません。
③テーマ所管課の業務の都合により、実施日時が希望に沿えない場合があり
　ますのでご了承ください。

　市内公民館、集会場、会議室などです。
※会場は利用者の方でご用意願います。

【問い合わせ】   秘書広聴課　広報広聴係　☎４８－１１１１

 市政出前　　　　　

出前講座テーマ 内　容 時間（分）

教
育
・
学
習
・
文
化

いつでもなんでも
生涯学習

社会人として、生きがいとして、人
生の豊かさを求めて個人が生涯を通
して学習しようとするとき何をどう
学ぶか考える上で参考になることに
ついてアドバイスします。

30 分

青少年の健全
育成について

非行、問題行動の防止活動に
ついてお話します。 30 分

小美玉市の
文化財について

小美玉市の歴史や文化財につい
てお話します。 60 分

公民館事業
について

公民館主催の講座やサークル、
グループ活動の紹介 30 分

図書館を使いこなそう 図書館の利用方法についてお話します。 30 分

防
災
・
安
全

防災対策について ・自分でできる防災対策
・市の防災体制と活動内容について 30 分

小美玉市の防犯について 犯罪情報や対策等についてお話します。 30 分

防火教室 火災を防ぐための必要な知識 （防
火管理、通報、消火、避難の仕方） 2 時間

救急講習会
普通救命講習会（資格取得講習会） 3 時間

応急手当措置要領、心肺蘇生
法 AED 取扱訓練等 2 時間

保
健
・
福
祉

転倒予防
寝たきりのきっかけとなる転
倒を防ぐための体づくりと環
境整備についてお話します。

30 分

介護予防 日常生活で取り組める予防方
法についてお話します。 30 分

見直そう食生活
（乳幼児期）

乳幼児期の食事、離乳食、お
やつなどについてお話します。 30 分

見直そう食生活
（生活習慣病予防）

生活習慣病を予防する食生活
についてお話します。 30 分

子どもの心と
からだの健康
について

子どもの心とからだの成長につい
て学び、食事・生活リズム・運動
などの基本的生活習慣を身につけ
る大切さについて考えましょう。

30 分

年齢に応じた女性
の健康づくり

・女性のからだの特徴と健康管理 
・骨粗しょう症予防 ・更年期につ
いて ・乳がん・子宮がんについて 

30 分

出前講座テーマ 内　容 時間（分）

保
健
・
福
祉

予防しましょう 
メタボリックシンドローム

メタボリックシンドロームや
生活習慣病の予防・改善につ
いてお話します。

30 分

人権について さまざまな人権問題を通して「人権
とはなにか」を考えてみましょう。 30 分

障がい者福祉
について

障がい者福祉について（サービ
スの種類や内容、利用手続き等） 30 分

子育て支援のあれこれ 児童福祉サービスについてお話します。 30 分

障害者自立支援
法について

障害者自立支援法のサービス
内容・利用者負担、地域生活
支援事業についてなど

60 分

マル福制度とは ?
乳幼児や妊産婦、障害をお持ち
の方や母子父子家庭の方への医
療費の助成についてお話します。

30 分

みんなの
国民健康保険

・加入するには？
・保険料はどうして決まるの？
・病院にかかったら？

30 分

後期高齢者
医療制度について

平成 20 年 4 月から「後期高齢者医療制度」
がスタートします。後期高齢者医療制度は、
これまでの老人保健制度に代わるものとし
て新たにつくられる独立した医療保険制度
です。  制度のしくみについて説明します。

30 分

高齢者福祉
について

高齢者福祉サービスの内容につい
てお話します。 30 分

介護保険制度につ
いて

介護保険料や認定申請、サー
ビスについて説明します。 30 分

国保中央病院につ
いて

国保中央病院の運営についてお
話します。 30 分

年
金
・
税
・
戸
籍

暮らしと税 複雑な税のしくみを分かりや
すく、やさしく説明します。 30 分

よくわかる
確定申告

確定申告のしくみと手続きにつ
いて分かりやすくお話します。 30 分

わかりやすい国
民年金のお話

国民年金の加入手続き、保険料の免
除制度、国民年金の繰上げ支給と繰
り下げ支給についてお話します。

60 分

知っておきたい
届出

戸籍の話と住民登録・印鑑登録
の手続きについて説明します。 30 分

広報おみたま　平成 20年 1月 10日



　

14

　昨年 12月、
AED（自動体外
式除細動器）
29 台 が 寄贈
されたことに
より、市内の
ほぼすべての
小・中学校と
公共施設等に
AEDが設置さ

れました。それに伴い、12月12日から14 日にかけて小川、
美野里、玉里の３地区で、設置先関係者及び職員を対象とし
たAED講習会が実施されました。
　講習会には、52名が出席し、市消防署員の指導のもと、
約 3時間にわたる講習を受けました。ほとんどの受講者が
AED を使うのがはじめてでしたが、「音声の指示どおりにす
るので思ったより簡単だった」と語っていました。また、ほ
かの参加者も「居合わせただれもが対処できるよう、このよ
うな講習会は定期的に開いてほしい」と話していました。
　なお、AEDが設置されている施設は右記のとおりです。

　小美玉市では、いばらき教育の日に伴う「いばらきいきいき
スポーツday!」事業の一環として、近隣の中学生たちによるス
ポーツ大会を開催しました。この大会は、参加した中学生が体
力の向上や技能の向上に努めながら交流を深め、健全に育つこ
とを趣旨としてバレーボール（女子）ソフトテニス（団体女子）野
球（男子）の3種目で行われました。
　大会結果は次のとおりです。

　 1 2月5日、
小川小学校校
庭で、小川小
学校 6 年生を
対象とした文
部科学省・㈶
日 本 体 育 協
会主催の子ど
もの体力向上
キャンペーン

19 年度スポーツ選手ふれあい指導事業「サッカー教
室」が開催されました。
　講師は、1996 年までジェフユナイテッド市原で選
手として活躍され、現在はツエーゲン金沢のスーパー
バイザーとして、またサッカー解説者として活躍され
ています宮澤ミシェル（ミヤザワ ミシェル）さんです。
　午後からの実施でしたが、体育館では、宮澤さん自
身の少年時代の体験談を交えながら「スポーツの楽し
さについて」の講話が行われました。グラウンドでは、
サッカーボールを使用した体ほぐしの運動やミニゲー
ムなど「サッカー」の実技指導が行われました。
　参加した児童はもちろんのこと、先生方、見学され
た保護者の方がたもスポーツに親しむ良い機会となり
ました。

（※太字は今回新たに設置された箇所）
【小川地区】
寿荘、小川 B&G、小川北中、小川南中、小川保健相
談センター、小川消防署、小川総合支所、小川地内小
学校（上吉影、下吉影、橘、野田、小川）、小川公民館、
小川運動公園、小川文化センター、小川図書館・資料
館、やすらぎの里小川、国保中央病院、小川高校
【美野里地区】
美野里消防署、四季健康館、希望ケ丘グランド（管理
棟）、小美玉市役所、美野里中学校、美野里地内小学
校（羽鳥、納場、竹原、堅倉）、美野里公民館、四季文
化館（みの～れ）、改善センター、羽鳥公民館、羽鳥ふ
れあいセンター、農村婦人の家、中央高校
【玉里地区】
玉里 B&G、玉里保健福祉センター、玉里消防署、玉
里総合支所、玉里中学校、玉里地内小学校（玉里、玉
里北、玉里東）、玉里公民館

第３位　小川南中第３位　玉里中

小美玉市教育長杯バレーボール大会（女子）
11 月 10 日実施

優　勝　かすみがうら北
準優勝　かすみがうら南
第３位　千代田
第３位　玉里

小美玉市教育長杯ソフトテニス大会（団体女子）　11 月 13 日実施
優　勝　玉造　　　　　　　　準優勝　笠間
第３位　玉里　　　　　　　　第３位　小川南

準優勝　美野里中第３位　玉里中

小美玉市教育長杯野球大会（男子）
11 月 24 日・25日実施

優　勝　かすみがうら南　　
準優勝　美野里
第３位　府中　　　　　　　
第３位　下稲吉

平成 20年 1月 10日　広報おみたま
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　12月9日、小川南中学
校体育館、小川北中学校
体育館にて第1回小美玉
市民バレーボール大会が
開催されました。市内か
ら総勢14チームの参加が
あり、激戦が繰り広げら
れました。大会結果は次
のとおりです。
優　勝　KIRARA
準優勝　WINS
第３位　ドリーム・ピアーズ

　12月2日、第 2回行方市長杯剣道大会が行方市麻生体育
館において開催されました。日ごろの鍛錬の成果を十分に発
揮し、みごと堅倉剣道スポーツ
少年団が第 1位と第 3 位を、納
場剣道が第 2位を獲得しました。

　10月 5日から 14日までの 10日間、これからの地
域づくりを担う国際的な視野をもつ生徒の育成をめざ
し、市内の中学生 20名が海外に派遣されました。
　中学生の海外派遣先はカナダ（アルバータ州エドモ
ントン）で、旧玉里村時代から過去 10 年間にわたり
ホームステイや研修視察等を行ってきたところで、今
回の派遣で更に親善が深まったものと思われます。
　中学生の皆さんが、ホームステイや現地のアバロン中
学校での体験入学を行い、異文化を肌で感じたり、ホス
トファミリーの優しさや温かみに触れたりすることを通
して、広い視野に立って主体的に行動できる力を育成で
きたものと考えます。
　さて、カナダには、カナディアンロッキーをはじめ
雄大な大自然があり、そこに暮らす人びともおおらか
で優しさがあります。派遣生の中
学生の皆さんもホストファミリー
の優しさに触れながら、貴重な時
間を過ごし、たくさんの思い出と
友達をつくることができました。

平成19年度
中学生の海外派遣研修(カナダ)が行われました!!

優勝の KIRARA

堅倉剣道

納場剣道

　納場老人会（加藤みどり会長）では、12月24日、納場公民館
においてひとり暮らしのお年寄りのためのケーキづくりとク
リスマス会を開きました。また、クリスマス会に参加できな
かった方へも手作りのケーキを届け、大変喜ばれました。

広報おみたま　平成 20年 1月 10日
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て
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

☎
４
８-

１
１
１
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そ
の
他

【
携
帯
を
お
持
ち
で
参
加
希
望
の
方
へ
】

　

既
に
携
帯
を
お
持
ち
の
方
も
受
講

で
き
ま
す
が
、
そ
の
場
合
、

”お
持
ち
の
携
帯
電
話
は
使
用
せ
ず
、

公
民
館
で
用
意
し
た
も
の
を
使
用
し

て
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た
だ
き
き
ま
す
“の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

　

そ
の
た
め
、
お
持
ち
の
携
帯
と
操

作
方
法
が
若
干
異
な
る
場
合
も
あ
り

ま
す
が
予
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

日　

時　

3
月
5
・
6
・
7
・
11
・

　
　
　
　
　
　

12
日（
全
5
日
間
）

　
　
　
　

午
前
9
時
〜
午
後
4
時

座
学
会
場　
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
会
議
室

実
技
会
場　

常
陸
風
土
記
の
丘 

対
象
者　

植
木
仕
事
を
希
望
す
る

60
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
方

定　

員　

25
名

　
　
　
　
（
希
望
者
多
数
の
場
合
、
書
類
選
考
）

受
講
料　

無
料

申
込
方
法　

 
所
定
の
申
込
書
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
締
切　

2
月
15
日（
金
）ま
で

問
石
岡
地
方
広
域
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

　

☎
２
３-

３
３
９
９

と　

き　

3
月
7
日（
金
）〜
9
日（
日
）

※
7
日
夜
8
時
30
分
出
発

と
こ
ろ　

志
賀
高
原
ス
キ
ー
場

参
加
料　

２
０
，0
0
0
円

　
　
　
　
（
バ
ス
代
、
宿
泊
料
、
保
険
料
）

宿
泊
先　

湯
田
中
温
泉 

ホ
テ
ル
穂
波
館

主　

催　

小
美
玉
市
体
育
協
会

美
野
里
ス
キ
ー
部 

　

問
希
望
ヶ
丘
公
園
管
理
セ
ン
タ
ー

　

☎
４
７-

０
１
６
７

　

節
句
に
昔
か
ら
あ
る「
つ
る
し
飾

り
」を
ち
り
め
ん
で
作
っ
て
飾
り
ま

し
ょ
う
!

と　

き　

2
月
14
日（
木
） 

　
　
　
　

午
前
9
時
〜
正
午

と
こ
ろ　
羽
鳥
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
集
会
室
A

講　

師　

西
尾
孝
美 

先
生

参
加
費　

１
，５
０
０
円（
材
料
費
含
む
）

募
集
人
員　

15
名（
先
着
順
）

申
込
期
日　

1
月
30
日（
水
）〜

2
月
8
日（
金
）

　
　
　
　
　

午
前
9
時
〜
午
後
8
時

※ 

た
だ
し
、
4
日（
月
）休
館
日
、
5
日

（
火
）午
前
中
は
受
付
で
き
ま
せ
ん
。

申
込
方
法

　

羽
鳥
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
へ
参
加
費

を
添
え
て
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。  

☎
４
６-

４
７
４
８

　

初
め
て
携
帯
を
持
つ
初
心
者
向
け

の
教
室
で
す
。（
講
座
内
容
：
電
話

の
か
け
方
、
受
け
方
、
電
話
帳
登
録
、

メ
ー
ル
送
受
信
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
）

※ 

内
容
は
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

と　

き　

2
月
17
日（
日
） 

　
　
　
　

午
前
10
時
〜
正
午

と
こ
ろ　

美
野
里
公
民
館 

研
修
室

講　

師　

携
帯
電
話
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

参
加
費　

４
０
０
円

募
集
人
員　

10
名（
先
着
順
）

※
ひ
と
り
2
名
ま
で
申
込
め
ま
す
。

※ 

携
帯
電
話
機
は
公
民
館
で
用
意
し

た
も
の
を
使
用
し
ま
す
の
で
、
携

帯
電
話
を
お
持
ち
で
な
い
方
も
受

講
で
き
ま
す
。

申
込
期
日　

2
月
2
日（
土
）〜

9
日（
土
）

　
　
　
　
　

午
前
9
時
〜
午
後
5
時

※ 

た
だ
し
、
６
日（
水
）は
休
館
日
に

な
り
ま
す
。

申
込
方
法

　

美
野
里
公
民
館
へ
参
加
費
を
添
え

ス
キ
ー
&
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド

ツ
ア
ー
参
加
者
募
集

と　

き　

2
月
16
日（
土
）

　
　
　
　

午
後
2
時
開
演

と
こ
ろ　

 

茨
城
県
立
県
民
文
化
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　

  

大
ホ
ー
ル（
水
戸
市
千
波

町
東
久
保
6
9
7
番
地
）

出　

演　

茨
城
県
警
察
音
楽
隊

　
　
　
　

茨
城
県
警
察
カ
ラ
ー
ガ
ー
ド
隊

演
奏
予
定
曲　

 

フ
ラ
ン
ス
軍
隊
行
進

曲
、
デ
ィ
ズ
ニ
ー
・

ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
・
レ

ビ
ュ
ー
ほ
か

入
場
料　

無
料

駐
車
場　

 

で
き
る
だ
け
公
共
交
通
機

関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
茨
城
県
警
察
本
部
総
務
課

広
報
広
聴
室 

音
楽
隊
係

　

☎
０
２
９-

３
０
１-

０
１
１
０

　

内
線
２
５
２
５

と　

き

　

○
1
月
24
日（
木
）

　
　

午
前
9
時
30
分
〜
正
午（
セ
ミ
ナ
ー
）

　
　

午
後
1
時
〜
2
時
30
分

　
　
（
企
業
と
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
女
性
の
交
流
会
）

　

○
1
月
25
日（
金
）

　
　
午
前
9
時
30
分
〜
午
後
12
時
30
分（
セ
ミ
ナ
ー
）

と
こ
ろ　

 

土
浦
市
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
（
土
浦
市
大
和
町
9
番
2
号

ウ
ラ
ラ
2 

7
階
）

内　

容

　

◆
セ
ミ
ナ
ー 

再
就
職
の
ド
ア
を
開
こ
う

2月3日・10日・11日

◆受付　午前９時～１１時３０分 　午後１時～３時３０分

◆病気やケガのとき、お医者さんを探す（24時間対応）　☎０２９－２４１－４１９９
◆お子さんが急な病気などで相談したい時（相談時間：午後６時30分～午後10時30分）　☎０２９－２５４－９９００

◆受付  午前９時～１１時３０分・午後１時～３時３０分
日
3
10
11

 外　　　科

2月2日・3日・9日・10日・11日

◆受付 　午後７時～１０時３０分

休日診療当番医(外科)休日診療当番医(外科) 緊急診療所（内科・小児科）緊急診療所（内科・小児科）2月2月2月 2月2月2月緊急診療所（石岡市医師会病院内）☎２３－３５１５

休　日

夜　間
渡辺クリニック　　　　（石岡市）　　  ☎(26)7633
府中クリニック　　　　（石岡市）　　  ☎(22)2146
石岡循環器科脳神経外科病院　（小美玉市）　　  ☎(58)5211

手
作
り
講
座

携
帯
電
話
入
門

お
ま
わ
り
さ
ん
の
コ
ン
サ
ー
ト

（
第
29
回
茨
城
県
警
察
音
楽
隊
定
期
演
奏
会
）

手
作
り
講
座

ち
り
め
ん
で
作
る
つ
る
し
飾
り

植
木
剪
定
技
能
講
習
会

再
就
職
準
備
セ
ミ
ナ
ー
・

交
流
会
参
加
者
募
集

申

平成 20年 1月 10日　広報おみたま
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払
い
し
ま
す
。

応
募
方
法　

 

は
が
き
、封
書
、フ
ァ
ッ

ク
ス
ま
た
は
電
子
メ
ー

ル
の
表
題
に「
モ
ニ
タ
ー

希
望
」と
記
入
の
う
え
、

①
郵
便
番
号
②
住
所
③

電
話
番
号
④
氏
名
⑤
フ

リ
ガ
ナ
⑥
性
別
⑦
年
齢

⑧
職
業
⑨
応
募
の
動
機

　

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

（
任
意
）を
記
入
し
て
ご

応
募
く
だ
さ
い
。

募
集
期
間　

1
月
21
日（
月
）〜

2
月
25
日（
月
）

　

問
総
務
省
関
東
総
合
通
信
局 

情
報
通
信
部

　
　

電
気
通
信
事
業
課
モ
ニ
タ
ー
担
当

　
　

〒
１
０
２-

８
７
９
５

　
　
　

東
京
都
千
代
田
区
九
段
南
一
丁
目

　
　
　
　

2
番
1
号 

九
段
第
3
合
同
庁
舎
23
階

　

☎
０
３-

６
２
３
８-

１
６
７
６

　

℻  
０
３-

６
２
３
８-

１
６
９
８

　

E
メ
ー
ルm

onitor-kanto@
rbt.

soum
u.go.jp

　
（
講
師
）シ
ニ
ア
産
業
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

 

栗
原
知
女 

氏

　
　

1
日
目
… 

自
分
に
あ
っ
た
働
き

方
を
考
え
る

　
　

2
日
目
…
就
職
準
備
・
模
擬
面
接

　

◆ 

交
流
会 

企
業
・
業
界
の
現
状
と
再

チ
ャ
レ
ン
ジ
女
性
に
期
待
す
る
も
の

　
（
講
師
）（
株
）人
材
堂　

伊
藤
康
夫 

氏

対
象
者
及
び
募
集
人
員

　

育
児
、
介
護
等
で
退
職
し
、
再
就

職
を
希
望
し
て
い
る
方
30
名

※
一
時
保
育（
定
員
10
名
、
無
料
）有
り

受
講
料　

無
料

申
込
期
限　

1
月
22
日（
火
）

　
　
　
　
　

 

定
員
に
な
り
次
第
、
締

め
切
り
ま
す
。

　

問
㈶
21
世
紀
職
業
財
団
茨
城
事
務
所

　

☎
０
２
９-

２
２
６-

２
４
１
３

　

中
年
の
方
が
健
康
で
楽
し
く
生
活

を
し
て
い
く
た
め
、
身
近
な
食
材
で

誰
も
が
手
軽
に
作
れ
る
健
康
食
の
料

理
教
室
を
開
催
し
ま
す
。

と　

き　

2
月
14
日（
木
）

　
　
　
　

午
前
9
時
30
分
〜
午
後
1
時

と
こ
ろ　

四
季
健
康
館

募
集
人
員　

30
名

　
　
　
　
　
（ 

定
員
に
な
り
次
第
、
締
切

ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。）

参
加
料
金　

３
０
０
円

講　

師　

管
理
栄
養
士 

坂
本
礼
子
先
生

献　

立　

 

ゆ
か
り
ご
飯
、
サ
ケ
じ
ゃ

が
、
ひ
じ
き
の
胡
麻
和

え
、
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
と
豚

肉
ス
ー
プ
、
デ
ザ
ー
ト

申
込
方
法　

 

往
復
は
が
き
に
て
、住
所
・

氏
名
を
記
入
の
う
え
、
1

月
31
日（
木
）ま
で
に
お
申

込
み
く
だ
さ
い
。

主　

催　

 

県
央
地
域
高
齢
者
は
つ
ら

つ
百
人
委
員
会

　

問
水
戸
保
健
所
地
域
保
健
推
進
室

　
　

〒
３
１
１-

０
８
５
２

　
　
　

水
戸
市
笠
原
町
９
９
３-

２

　
　
　
　

は
つ
ら
つ
百
人
委
員
会

健
康
料
理
教
室
係
宛

　

総
務
省
で
は
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス

の
ご
意
見
、
ご
要
望
を
行
政
に
反
映

さ
せ
る
た
め
に
、
モ
ニ
タ
ー
を
募
集

し
ま
す
。

応
募
資
格　

 

電
話
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
等
の
電
気
通
信
サ
ー

ビ
ス
に
関
心
の
あ
る
満

20
歳
以
上
の
方
。
た
だ

し
、
総
務
省
及
び
電
気

通
信
事
業
所
に
勤
務
経

験
の
あ
る
方
並
び
に
そ

の
家
族
を
除
き
ま
す
。

活
動
内
容

　

⑴
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査（
年
2
回
・
全
員
）

　

⑵
会
議
へ
の
出
席

　
　
（
年
1
回
・
別
途
出
席
を
お
願
い
す
る
方
）

委
嘱
期
間　

 

4
月
1
日
か
ら
平
成
21
年

3
月
31
日
ま
で
の
1
年
間

謝　

礼　

 

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
ご
協

力
い
た
だ
い
た
方
及
び

電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
モ
ニ

タ
ー
会
議
に
ご
出
席
い
た

だ
い
た
方
に
謝
礼
を
お
支

「
長
寿
へ
の
お
て
が
る
料
理
」

参
加
者
募
集
!

総
務
省 

電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス

モ
ニ
タ
ー
募
集

『茨城空港見学会』参加者募集！『茨城空港見学会』参加者募集！『茨城空港見学会』参加者募集！
　市では、平成21年度の開港に向けて工事が進む、首都圏の北の玄関口『茨城空港』への見学会の参加
者を募集します。参加ご希望の方は、以下の内容をご覧のうえご応募ください。なお、参加は無料です
が、先着順ですので、定員になり次第締め切らせていただきます。お早めのご応募をお待ちしています。

⒈開催日時等
　■開催日時　2月14日（木）午後から
　■集合場所　小美玉市役所及び小川総合支所
　■出発時間　午後1時（小川総合支所は、午後1時20分）
　■見学場所　国土交通省が整備する茨城空港
　　　　　　　＊詳細は参加者が決定次第、事務局からご連絡します。
　　　　　　　＊百里基地内の見学（雄飛園）は、基地の行事等により
　　　　　　　　できない場合があります。
⒉募集対象及び定員
　■対　　象　市内在住の方に限ります。
　　　　　　　＊なお、小学生以下の方は、保護者の同伴が必要となります。
　■定　　員　30名程度
　　　　　　　＊定員になり次第、締め切らせていただきます。
⒊募集期間
　■1月21日（月）から定員になり次第終了。
　　※募集開始前の申込み並びに事前予約などは行いません。

⒋応募方法
　　参加を希望する方は、以下の必要事項をご記入の
　うえ、なるべくファックスまたは電子メールでお申込みく
　ださい。申込みは先着順となりますので、お早めにお
　申込みください。
　　❶郵便番号、住所、電話番号　❷氏名、性別
　　❸生年月日、年齢　❹勤務先または学校名
　　❺集合希望場所　　 （役職名または学級名なども記入願います）
⒌応募・問い合わせ（事務局）
　　〒319－0192　小美玉市堅倉835番地
　　小美玉市 市長公室 空港対策課内「茨城空港見学会」担当
　　　☎48－1111　内線1161
　　FAX48－1199
    　電子メール　kuko@city.omitama.lg.jp
　　ホームページ　http://www.city.omitama.lg.jp/hyakuri/index.html

申

申

申

広報おみたま　平成 20年 1月 10日
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茨
城
県
の
産
業
別
最
低
賃
金
が
次
の

①
か
ら
④
の
と
お
り
改
定
さ
れ
ま
し
た
。

（
効
力
発
生
日
：
平
成
19
年
12
月
31
日
）

①
鉄
鋼
業
：
７
７
０
円
、
②
一
般
機

械
器
具
製
造
業
：
７
５
８
円
、
③
電

気
機
械
器
具
、情
報
通
信
機
械
器
具
、

電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
、
精
密
機
械

器
具
製
造
業
：
７
５
２
円
、
④
各
種

商
品
小
売
業
：
７
２
６
円
。

問
茨
城
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室

　

☎
０
２
９-

２
２
４-

６
２
１
６

　
　

http://w
w
w
.

ibarakiroudoukyoku.go.jp/

　

放
送
大
学
で
は
、
平
成
20
年
度
第

1
学
期（
4
月
入
学
）の
学
生
を
募

集
し
て
い
ま
す
。

　

放
送
大
学
は
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
の

放
送
を
利
用
し
て
授
業
を
行
う
通
信

制
の
大
学
で
す
。
心
理
学
・
福
祉
・

経
済
・
歴
史
な
ど
、
幅
広
い
分
野
を

学
べ
ま
す
。
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
の
た

め
、
生
涯
学
習
や
退
職
後
の
生
き
が

い
作
り
と
し
て
、
幅
広
い
世
代
、
職

業
の
方
が
学
ん
で
い
ま
す
。

○ 

15
歳
以
上
の
方
な
ら
、
1
科
目
か

ら
学
習
す
る
選
科
履
修
生
・
科
目

履
修
生
と
し
て
入
学
で
き
ま
す
。

○ 

18
歳
以
上
の
大
学
入
学
資
格
を
お

持
ち
の
方
な
ら
、
無
試
験
で
全
科

履
修
生
と
し
て
入
学
で
き
、
4
年

以
上
在
学
し
て
１
２
４
単
位
以
上

を
取
得
し
、
卒
業
す
る
と
、
学
士

（
教
養
）を
取
得
で
き
ま
す
。

○ 

体
系
的
に
ひ
と
つ
の
分
野
を
学
べ

る
よ
う
に
大
学
が
指
定
し
た
科
目

群
か
ら
一
定
数
単
位
を
取
得
し
た

方
に
、認
証
状
を
差
し
上
げ
ま
す
。

　

 　

さ
ら
に
専
門
的
に
学
び
た
い
方
に

は
、
大
学
院
も
併
設
し
て
い
ま
す
。

資
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無
料
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差
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上
げ
て
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ま
す
。

お
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軽
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い
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わ
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だ
さ
い
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茨
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予
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練
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史
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録
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し
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く
平
和
実
現
に
向
け
て
、

そ
の
一
翼
を
担
う
た
め
の「
予
科
練

平
和
記
念
館
」の
建
設
を
進
め
て
い

ま
す
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こ
の
記
念
館
は
、
か
つ
て
全
国
か

ら
集
ま
っ
た
多
く
の
若
者
た
ち
が
、

自
ら
求
め
て
厳
し
い
訓
練
に
耐
え
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国
の
た
め
と
信
じ
て
特
攻
隊
員
と
し

て
散
華
し
た
と
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事
実
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ど
予
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練
に
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す
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歴
史
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心
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す
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で
、
平
成
21
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完
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目
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ま
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国
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ご
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た
か
ら
予
科
練
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関
す
る
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料
は
も
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よ
り
、
建
設
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金
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一
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つ
い
て
の
ご
支
援
を
お
願
い
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
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り
ま
す
の
で
、
ご
支
援
ご
協
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お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
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独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対

策
機
構（
N
A
S
V
A
）は
、
全
国
の

交
通
事
故
被
害
者
及
び
そ
の
家
族

等
の
皆
さ
ん
を
対
象
と
し
た
総
合

的
な
電
話
相
談
窓
口『
N
A
S
V
A

交
通
事
故
被
害
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
』

を
開
設
し
て
い
ま
す
。
交
通
事
故
被

害
に
遭
わ
れ
、
法
律
、
金
銭
、
介

護
な
ど
の
悩
み
を
ど
こ
に
相
談
し

た
ら
よ
い
の
か
、
お
困
り
の
方
は

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
N
A
S
V
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交
通
事
故
被
害
者
ホ
ッ
ト
ラ
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７
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た
だ
し
、
土
日
、
祝
日
、
年
末
年
始
は
除
き
ま
す
。

（
午
前
9
時
〜
午
後
5
時
）

2月1日から県民交通災害共済の加入受付がはじまります! 
　県民交通災害共済は、万一の交通事故により災害を受けた場合、災害区分に応じて見舞金が支給される任意加入
の共済制度です。
　継続又は新規で加入を希望される方は、2月 1日から下記の受付窓口で手続できます。窓口にある加入申込書へ
必要事項を記入のうえ会費を添えてお申込みください。なお、19年度加入者には申込書を郵送していますのでご
持参ください。
　共済期間は、毎年 3月 31 日で終了しますので、現在加入しているという方も、継続加入を希望する場合には、
加入申込みが必要となります。

注）申込書の郵送は、現加入者のみとさせていただきましたのでご了承ください。

○受付区分　平成20年度
○共済期間　平成20年4月1日から平成 21年3月31日までの1年間
　　　　　　※4月1日以降加入の場合は、申込日の翌日からとなります。
○会　　費　大人 900円、中学生以下 500 円
　　　　　　※ 9月30日以降は、大人 450円、中学生以下 250 円です。
○受付窓口　本庁地域振興課、総合支所総合窓口課、羽鳥出張所、四季の里出張所
○見 舞 金　死亡……………………100万円　　傷害見舞金最高額………30万円
　　　　　　障害見舞金最低額………2万円　　身障見舞金………………50万円

問い合わせ
　小美玉市役所地域振興課
　　☎ 48－1111　内線 1132
　小川総合支所 総合窓口課
　　☎ 48－1111　内線 2108
　玉里総合支所 総合窓口課
　　☎ 48－1111　内線 3105

茨
城
県
の
産
業
別
最
低
賃
金
改
正

〜
守
ろ
う
!
確
か
め
よ
う
!

こ
の
最
低
賃
金
〜

放
送
大
学 

入
学
生
募
集
!
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S
V
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通
事
故
被
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⒈介護保険とは ?

　老後の最大の不安要因である「介護」を社会全体で支える仕組みとして平成 12年に始まった制度です。
　40歳以上の方からの介護保険料と国・県・市からの公費を財源に、市町村毎に運営しています。介護が必要になっ
たときは下記の手順で、保険給付としてのサービスを 1割の費用負担で受けることができます。

⒉介護保険サービスを利用するには ? ⇒申請が必要です

　ご本人や家族の方が日常生活を送るうえで、継続して介護が必要になったときに申請をし、介護認定審査会において、
支援や介護が必要な状態（「要支援」または「要介護」）として認定されることが必要です。

《申請場所》
・介護福祉課（玉里総合支所内）
・福祉事務所美野里支所（四季健康館内）
・福祉事務所小川支所（小川総合支所内）

《申請時、必要なもの》

65歳以上の方（第1号被保険者）：介護保険被保険者証（桃色）

40歳～ 64 歳の方（第 2号被保険者）：医療保険の被保険者証

※40 歳～ 64 歳の方は交通事故起因を除き、脳血管疾患・関節リウマチ等、対象となる 16 種類の病気（特定疾病）
　により介護が必要な状態と認定された方が、介護（予防）サービスを利用することができます。

申　請

認定調査

主治医意見書

介護認定審査会

結果通知

サービス利用

【問い合わせ】
  介護福祉課　介護保険係（玉里総合支所内）　☎４８－１１１１　内線 3115 ～ 3117
  介護福祉課地域包括支援センター（玉里総合支所内）☎５８－１２８２（直通）

小美玉市職員または、市が委託した認定調査員が直接ご本人にお会いし、定められた調査項目に沿って、
心身の状況や生活状況をうかがいます。

小美玉市からかかりつけの病院へ、主治医意見書を依頼します。　※一部病院を除く。

要介護度は自立( 非該当) を除き、要支援1・2、要介護1から5までの7段階あります。
※申請から原則として30 日以内に認定結果が通知されます。

介護の度合いによって、利用できるサービスの種類や量もさまざまです。

【在宅サービス】訪問介護・通所介護・通所リハビリ・短期入所生活介護・福祉用具貸与・住宅改修など
　要支援１・２…地域包括支援センターへ連絡し、どのような点で支援が必要か話し合い、具体的な介護予防サービス
　　　　　　　　の計画を立て、サービスの利用につなげます。
　要介護１～５…居宅介護支援事業所（ケアマネージャー）を選定・契約後、介護サービス計画作成を依頼します。ケア
　　　　　　　　マネージャーは、介護サービス利用までの相談・サービス提供事業者との連絡調整を行っています。

【施設サービス】特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設
　　　　　　　  要介護 1以上の方が利用できます。入所を希望する施設へ直接申込みます。

【地域密着型サービス】グループホーム（認知症対応型共同生活介護）・小規模多機能型居宅介護など
　住み慣れた地域でのサービスとして小美玉市内の事業所を利用します。
　グループホームは要支援 2以上で認知症のある方が対象です。希望する事業所へ直接申込みます。

医療・保健・福祉分野に携わる専門家により毎週火曜日開催されています。
認定調査・主治医意見書の内容を基に、介護の必要な度合いを決定します。

広報おみたま　平成 20年 1月 10日
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①小 川 会 場 … 小美玉市役所 小川総合支所 裏側の建物1階

②美野里会場 … 小美玉市 美野里公民館1階大会議室

③玉 里 会 場 … 小美玉市役所 玉里総合支所 1階玄関ロビー

①給与所得者の方で、年末調整が済んでいない方

②農業・営業・不動産の所得がある方

③土地や建物を売却した方

④医療費控除を受ける方

⑤一時所得や雑所得があった方

⑥一定のローンでマイホームを新・増築 又は 購入された方（住宅借入金等特別控除）

◆ 申告書の通知がなくても所得の内容やその年の状況で、住民税や所得税の申告が
　 必要な場合があります。ご不明な場合は別途お問い合わせください。

　例年実施しております住民税の申告と所得税の申告については下記のとおり開催します。
　なお、開催期間の『午前の受付』は各会場とも来場者が集中するため大変混雑し、お待ちいただく
時間が長くなることが予想されますのであらかじめご了承ください。

1. 実　施　場　所

① 2月18日（月）～3月17日（月）の平日
　 ※2月23日（土）および3月1日（土）は通常通り実施します。

② 受付時間 … 午前8時30分～午後4時
　 ※3月7日(金)と14日(金)に限って、午後の受付時間を午後7時まで延長します。

　 ※申告会場内の警備の都合上、早朝から特に開場し受付を開始することはしません。

③ 相談時間…【午前の相談】 午前11時までに受付した方が終了するまで
　 　　　　　【午後の相談】 午後1時から開始し、 4 時までに受付した方が終了するまで

　 ※3月7日(金)と14日(金)は、午後の相談を午後7時までに受付した方の終了までとします。

　 ※ 午前11時までに受付をされた方でも、当日の混雑状況により『午後の相談』となる場合があります。

2. 実　施　期　間

3. 申告が必要な方（例）

※ 各会場とも共通

※ 小美玉市内 3カ所 で実施

 平成１９年分の住民税・所得税の
申告がはじまります 

 平成１９年分の住民税・所得税の
申告がはじまります 

 平成１９年分の住民税・所得税の
申告がはじまります 

注

平成 20年 1月 10日　広報おみたま
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① 事業所得者（農業・営業・不動産）の方については、あらかじめ収入と支出の内訳を費目ごとに集計し『収支内
　 訳書』へ記載したうえで、申告されますようお願いします。

② この申告内容が平成20年度の市県民税や国保税等の算定基礎となりますので収入が無かった方も申告されま
　 すようお願いします。

③ 平成18年末までに入居し、現在所得税の住宅借入金等特別控除を受けている方で、所得税から控除しきれ
　 なかった額がある場合は翌年度の住民税より控除される制度が新設されました。
　 ただし、この制度の適用を受けるためには別途申告が必要となります。

印鑑・給与、年金源泉徴収票・支払証明書・国民年金保険料領収書・生命保険料及び損害保険料
控除証明書・口座番号がわかるもの・医療費控除を受ける場合は病院や薬局等の領収書など

上記『主なもの』のほか、事業の収入と支出がわかるものなど

上記『主なもの』のほか、建物の登記簿謄本・住民票抄本・年末残高証明書・業者との契約書
（ケースによりご用意いただく書類に違いがありますので不明な場合は事前にお問い合わせください。）

主　な　も　の

※  事業所得者

　  住宅借入金等
※
　  特 別 控 除

※ 下記はあくまで一例です。申告の内容により違いがあります4. 持参いただくもの

5. そ　の　他

①住民税の申告、一般的な所得税の申告についての問い合わせ先は…
　小美玉市役所総務部　税務課 市民税係
　　☎４８－１１１１　内線1124・1123

②所得税、消費税、贈与税の申告全般についてのお問い合わせ先は…
　水戸市北見町１－１７　水  戸  税  務  署
　　☎０２９－２３１－４２１１

6. 申告に関する問い合わせ

7. 地区の指定日 ◆ 申告会場の場所や休日の開催方法など、これまでとは一部違いがありますのでご注意ください。

会   場   名

受付の期間

受付の時間

相談の時間

受付の内容

水戸税務署　署外会場
（茨城県職業人材育成センター）小美玉市内

2月18日（月）～3月17日（月）の平日 
※ ただし、2/23（土）および 3/1（土）は平常通り開催します

2月5日（火）～
　　3月17日（月）の平日
※ただし、2/24（日）・3/2（日）は開催

午前9時～午後4時

時間内に受付を
した方の終了まで

◆ 全ての所得税申告

◆ 消費税申告

◆ 贈与税申告

午前8時30分～午後4時 
※ただし、３/７（金）と ３/14（金）に限って 『午後の受付』 を午後7時まで延長します

《午前の相談時間》　午前11時までに受付をした方が終了するまで
《午後の相談時間》　午後1時から相談を開始し、４時までに受付をした方が終了するまで
※ただし、３/７（金） と ３/14（金）の 『午後の相談』 は午後7時までに受付をした方が終了するまで

◆ 全ての住民税申告
◆ 一般的な所得税申告
　（白色の 農・工・商 事業者や不動産所得がある申告、還付申告全般）
※青色申告・消費税申告・贈与税申告は、市の3会場では受付できませんので水戸税務署で申告願います

広報おみたま　平成 20年 1月 10日
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立延・中根・下田・宮田
 稲荷坪・野田本田・新林

下吉影宿・荒地・本田・貝谷・南原
古新田・百里自営・開拓・清水頭

本田町・中田宿・大町・川岸
橋向・横町・坂下

羽木上・幡谷・山野・田中台
小川ニュータウン

地区指定なし
※受付時間を午後7時まで延長

地区指定なし
※受付時間を午後7時まで延長

地区指定なし
※受付時間を午後7時まで延長

地区指定なし
※受付時間を午後7時まで延長

地区指定なし
※受付時間を午後7時まで延長

地区指定なし
※受付時間を午後7時まで延長

与沢・倉数川前
倉数川向・与沢百里

上鶴田・下鶴田
竹原下郷・中野谷

野田古新田・隠谷・鷺沼
伏沼・世楽

堅倉・仲丸・大曲・西明地

西郷地・清風台・橋場美

上小岩戸・部室・納場・寺崎

羽刈・北浦・五万堀

江戸・江戸住宅・大笹

通常通り受付（地区指定なし）

柴高・長砂・三箇・高田・手堤

金谷久保・脇山・高場

駅前・旭・市営住宅・花館

十二所・大谷・中峰

東平・羽刈前・羽鳥

通常通り受付（地区指定なし）

小岩戸・先後・張星

竹原・小曽納・中台

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

上馬場・竹原中郷
希望ヶ丘・花野井

佐才・上吉影

飯前・前原・上合・前野

通常通り受付（地区指定なし）

外之内・川戸・山川

坂上・二本松・下馬場・小塙

通常通り受付（地区指定なし）

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

下玉里・川中子

下玉里・川中子

高崎

高崎

栗又四ケ・東田中

通常通り受付（地区指定なし）

栗又四ケ・東田中

栗又四ケ・東田中

栗又四ケ・東田中・田木谷

田木谷

上玉里

通常通り受付（地区指定なし）

上玉里

上玉里

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

会   場   名

場　   　所

2月18日

2月19日

2月20日

2月21日

2月22日

2月23日

2月24日

2月25日

2月26日

2月27日

2月28日

2月29日

3月  1日

3月  2日

3月  3日

3月  4日

3月  5日

3月  6日

3月  7日

3月  8日

3月  9日

3月10日

3月11日

3月12日

3月13日

3月14日

3月15日

3月16日

3月17日

閉　　場閉　　場 閉　　場

閉　　場

閉　　場

閉　　場

閉　　場

閉　　場

閉　　場

閉　　場

閉　　場

閉　　場

閉　　場閉　　場

閉　　場

閉　　場

閉　　場

閉　　場

閉　　場

閉　　場

閉　　場

閉　　場

閉　　場

閉　　場

茨城県職業人材育成センター小川総合支所 裏側の建物１階 玉里総合支所１階 玄関ロビー美野里公民館１階 大会議室

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

　

通常通り受付（地区指定なし）

 地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

 

 通常通り受付（地区指定なし）

 地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

 

 

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

水戸税務署　署外会場玉里会場美野里会場小川会場

8. 地区の指定日について ◆ 申告会場の場所や休日の開催方法など、これまでとは一部違いがありますのでご注意ください。

平成 20年 1月 10日　広報おみたま



23

申告は自宅やオフィスからインターネットを利用して申告できるe-Taxで !
　「国税電子申告・納税システム（e－Tax）を使用すれば、申告会場や金融機関に直接行かなくても、申告・
納税ができます。（そのための手続きが必要になります。）
　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用して、簡単に申告データを作成することができます。
　利用開始のための手続きやe－Taxソフトに関する質問については、e－Taxホームページまたはヘルプデスクへ。

申告書の作成は便利なホームページで !
　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、所得税の確定申告書、青色申告決算書・収支

内訳書や消費税等の確定申告書が作成できます。このコーナーで作成した申告書などはプリントアウトし、

添付書類と併せてそのまま提出できます。ぜひご利用ください。

【交通機関のご案内】
○JR常磐線　「水戸駅北口」から徒歩20分

○JR水郡線　「常陸青柳駅」から徒歩5分

○バ　　ス　「水戸駅北口②番バス停のり場」から
　　　　　　「市民プール入口」下車　徒歩6分

　ヘルプデスクのご利用時間については、今後変更する場合もありますので事前にe－Taxホームページで
確認してください。

国税庁ホームページのアドレス　　http://www.e-Tax.nta.go.jp

国税庁ホームページのアドレス　　http://www.nta.go.jp

　毎年、期限間近になりますと窓口は大変混雑しますので、申告書はご自分で記載し、お早めに郵送等により
水戸税務署（〒310－8666　水戸市北見町1－17）までご提出ください。

2月5日（火）から3月17日（月）まで
※平日（月～金）以外でも2月24（日）、3月2日（日）に
　限り、確定申告の相談・申告書の受付を行います。

午前9時～午後4時

水戸税務署　☎029－231－4211

水戸税務署からのお知らせ水戸税務署からのお知らせ水戸税務署からのお知らせ

ヘルプデスク電話番号　　☎０５７０－０１５９０１　利用時間：平日　午前９時～午後５時
e　こ　く   ぜ    い

申告会場のご案内申告会場のご案内申告会場のご案内

申告会場案内図

水戸税務署の申告会場は 茨城県職業人材育成センターです！

50

茨城県三の丸庁舎

中央郵便局 いばらき就職支援センター 三の丸
ホテル

LIVIN

変電所

JR水戸駅
至 日立

至 大洗至 大洗至 土浦至 土浦

至 土浦 JR常磐線

税務署

JR常陸青柳駅

（茨城県職業人材育成センター）

JR水郡線
至国道6号

市民プール
体育館

那珂川
バス停

市民プール入口

市場

茨城新聞社

至国道349号

至 笠間

水府橋

申告会場

開設期間

受付時間

問い合わせ

広報おみたま　平成 20年 1月 10日
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けんこうビューけんこうビューけんこうビュー 「知っていますか？
　　  高齢者の虐待」　虐待は、たたいたり、食事を与えなかったりという目に見えるもの

だけではありません。「高齢者虐待」とは、高齢者の心や身体に深い傷
を負わせたり、基本的な人権の侵害や尊厳を奪うことをいいます。

○身体的虐待…高齢者の身体に外傷が生じ、また
　　　　　　　は生じるおそれのある暴行を加
　　　　　　　えること。たたく・つねる・殴る・
　　　　　　　蹴るなど。

○心理的虐待…高齢者に対する著しい暴言または
　　　　　　　著しく拒絶的な対応をすること｡
　　　　　　　怒鳴る・無視する・悪口を言う・子
　　　　　　　ども扱いするなど。

○性 的 虐 待…高齢者にわいせつな行為をする
　　　　　　　こと、または高齢者にわいせつな
　　　　　　　行為をさせること。

●こんなことが虐待になります

　普段の生活の中で、気づかないうちに次のようなことをしていませんか？
チェックしてみましょう。

●このようなことは思いあたりませんか　

□言うことをきかないときは、手を出したり無視することがある。
□しつけをするために、たたいたりすることがある。
□徘徊しないように、部屋に閉じ込めることがある。
□預貯金や年金を、本人に無断で使っている。
□人前でおむつを替えたり、裸のままにしておくことがある。
□お金がかかるので医療や介護のサービスを受けさせないようにしている。
□人に会わせないようにしたり、外出させないようにしている。

　虐待をしている家族には、虐待をしているという自覚がない場合が多く、また、虐待を受ける側にも、家
族をかばう気持ちや世間に知られたくないという気持ちがあったり、本人自身が虐待を自覚していない
ケースもあります。
　しかし、当事者の自覚の有無にかかわらず、客観的にみて権利侵害が行われている場合には、「虐待」とみ
なされてしまいます。

◎早期発見のために
　高齢者虐待防止・養護者支援法では、必ずしも虐待行為を裏付ける具体的な証拠がなくても「虐待である
と考えることに合理性がある」場合は、通報することが義務づけられました。虐待を受けたと思われる高齢
者を発見したときは、速やかに市役所に通報しましょう。
◎通報のあとは？
　家庭での虐待　市が立ち入り調査を行い高齢者を保護したり、または相談支援や介護サービスを提供す
　　　　　　　　ることにより家族等を支援します。
　施設での虐待　市や県が法的な権限により、施設が適切な業務を運営できるようにし、高齢者の虐待防
　　　　　　　　止を図ります。

　「高齢者虐待」を防止するためには、まず自分の身近な出来事に「疑問」を持ち、「気づく」ことが必要です。
みんなで考え、地域で支え合うことが高齢者を尊重し、虐待を防止することにつながります。
　小美玉市では引き続き高齢者虐待防止と対応策について検討を進めてまいります。

●高齢者虐待かもしれない…と思ったら

○経済的虐待…高齢者の不動産・預貯金・年金など
　　　　　　　を本人の意思に反して使用すること。
　　　　　　　  本人のお金を必要なだけ渡さない
　　　　　　　など。

○介護世話の
　放棄・放任…高齢者を衰弱させるような著しい減
　　　　　　　食、長時間の放置、養護を著しく怠
　　　　　　　ること。空腹・脱水・劣悪な住環境の
　　　　　　　中に放置するなど。

通報等連絡先

　小美玉市介護福祉課
　☎４８－１１１１
　内線3113・3114
　
　小美玉市地域包括支援センター
　☎５８－１２８２

平成 20年 1月 10日　広報おみたま
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の
声　
　
　
　
　
　
　
　

木　

村　

小
夜
子

く
る
み
俳
句
会

　

木
立
み
な
長
き
影
曳
き
冬
の
朝　
　
　
　
　
　
　
　
　

荒　

井　

栗　

山

　

茶
の
花
の
心
を
癒
し
香
り
来
る　
　
　
　
　
　
　
　
　

大　

塚　

幸　

子

　

百
才
の
翁お

き
な

に
や
さ
し
庭
小
春　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

茅　

場　

久　

子

　

古
墳
塚
隣
に
あ
り
て
大
根
引
く　
　
　
　
　
　
　
　
　

島　

田　

篁　

村

　

霧き
り
は霽
れ
て
日
の
差
し
及
ぶ
麓ふ

も
と
む
ら村　

　
　
　
　
　
　
　
　

嶋　

田　

美　

音

玉
里
俳
句
お
た
ま
じ
ゃ
く
し
の
会

　

山
茶
花
に
見
と
れ
て
路
地
の
行
き
止
ま
り　
　
　
　
　

漆　

原　

妙　

子

　

蓮
掘
り
の
阿あ

う
ん吽
の
呼
吸
舟
を
引
く　
　
　
　
　
　
　
　

浅　

野　
　
　

誠

　

小
走
り
に
宅
配
人
の
師
走
か
な　
　
　
　
　
　
　
　
　

矢　

口　

友　

子

　

飴
色
の
ほ
ど
よ
き
味
の
鰤ぶ

り

大
根　
　
　
　
　
　
　
　
　

清　

水　

昭　

子

　

小ち

さ
き
指
障
子
を
破
き
得
意
顔　
　
　
　
　
　
　
　
　

斉　

藤　

富　

子
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消
費
者
問
題
を
知
っ
て

　
　

    　

賢
い
消
費
者
に
な
ろ
う
!

　

こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
契
約
ト
ラ
ブ
ル
の
事
例
を
あ
げ
て
き
ま
し
た
が
、
こ
こ
で「
契

約
」に
つ
い
て
お
さ
ら
い
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
さ
て
、
あ
な
た
は
何
問
正
解
で
き
る

か
た
め
し
て
み
ま
し
ょ
う
!

　

ク
イ
ズ
①　

 

契
約
は
契
約
書
に
署
名
し
た
時
点
で
成
立
す
る
の
で
、
口
約
束
に
よ

る
契
約
は
無
効
で
あ
る
。

　

ク
イ
ズ
②　

 

未
成
年
者
が
親
に
無
断
で
バ
イ
ク
を
買
っ
た
。
父
親
は
こ
の
契
約
を

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

ク
イ
ズ
③　

 

デ
パ
ー
ト
に
行
っ
て
洋
服
を
買
っ
た
が
、
気
に
入
ら
な
い
場
合
、
８

日
間
は
返
却
で
き
る
。

　

ク
イ
ズ
④　

 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
で
注
文
し
た
ル
ー
ム
ラ
ン
ナ
ー
が

届
い
た
。
使
っ
て
み
て
気
に
入
ら
な
け
れ
ば
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
で

き
る
。

　

ク
イ
ズ
⑤　

 

友
人
に
頼
ま
れ
て
、
商
品
購
入
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
に
名
前
を
貸
し

た
。支
払
い
請
求
が
自
分
に
来
た
が
、実
際
の
契
約
者
は
友
人
な
の
で
、

自
分
に
は
支
払
い
義
務
が
な
い
。

●
契
約
と
は
約
束
の
意
味

　
「
契
約
」と
は
、
人
と
人
と
の
約
束
を
意
味
し
ま
す
。
人
が
社
会
生
活
を
営
む
に
は
、

こ
の
約
束
を
守
る
と
い
う
こ
と
が
一
番
大
切
で
す
。
契
約
は
、
民
法
と
い
う
法
律
で

守
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
に
違
反
し
た
場
合
は
罰
せ
ら
れ
た
り
損
害
を
賠
償
し
た
り
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
を
よ
く
覚
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

●
契
約
の
内
容
を
よ
く
確
認
し
ま
し
ょ
う

　

当
事
者
ど
う
し
の
合
意
が
あ
れ
ば
契
約
は
成
立
し
ま
す
。
口
約
束
で
あ
っ
て
も
、

合
意
し
て
い
れ
ば
契
約
そ
の
も
の
は
成
り
立
ち
ま
す
。
だ
か
ら
、
多
く
の
場
合
は
契

約
書
を
作
り
、
契
約
の
成
立
と
内
容
を
は
っ
き
り
さ
せ
、
後
で
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る
の

を
防
い
で
い
ま
す
。
契
約
す
る
場
合
は
、
契
約
書
を
よ
く
読
ん
で
、
納
得
し
て
か
ら

サ
イ
ン
を
し
、
印
鑑
を
押
す
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

●
未
成
年
が
契
約
し
た
場
合

　

20
歳
未
満
の
未
成
年
者
が
契
約
す
る
場
合
は
、
法
定
代
理
人（
通
常
は
両
親
）の
同

意
が
必
要
で
す
。
通
常
、
同
意
を
得
て
い
な
い
契
約
は
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

契
約
の
取
り
消
し
は
本
人
で
も
法
定
代
理
人
で
も
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
で

も
、
成
人
で
す
と
ウ
ソ
を
つ
い
て
契
約
し
た
場
合
は
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

【
答
え
】
①
×
②
○
③
×
④
×
⑤
×

　今の時代は、いかに住民がまちづくりに関わるかが
問われています。こうした中、市では魅力的で幅のあ
るまちづくり実践家の養成を目的に、おみたまふるさ
と塾をスタートしました。
　11月22日、市役所において行われた開講式では、
市総合計画（案）の概要についての講話が行われ、塾生
と講師の間で活発な意見が交わされました。

　今月の見学会は、一般公募による27名の参加によ
り、雨上がりの温かい陽気のなか開催されました。 
　今回は、新滑走路等の建設現場を見学するとともに
茨城空港へのアクセス道路として整備が進む東関東自
動車道水戸線の涸沼川橋などを見学しました。
　最初に訪れた、国土交通省の現場詰所では、担当官
による茨城空港建設計画の概要や新滑走路の舗装構成
の説明などを受けたあと、実際に工事の進捗状況を見
学しましたが、参加者の多くは新滑走路の規模の大き
さや工事の進捗の早さに関心している様子でした。
　また、東関東自動車道水戸線の涸沼川橋の建設現場

では、参加者は橋梁を
支えるコンクリートの
橋脚の建設状況を見学
しながら、ネクスコ工
事の担当者による高速
道路の整備計画などを
熱心に聞いていました。

＜お詫びと訂正＞＜お詫びと訂正＞＜お詫びと訂正＞＜お詫びと訂正＞
　「広報おみたま」12月号の20ページに掲載しましたねんり
んピック茨城2007民謡交流大会出場者の記事に誤り（漏れ）
がありました。訂正してお詫び申し上げます。

（出場者）
●ソフトバレーボール出場　
　藤井廣子さん
●水泳（個人）出場
　山西純子さん
　（女子65歳～69歳 50ｍバタフライ1位）▼

民謡　吉田すゑ子さん（写真）

東関東自動車道水戸線涸沼川橋

国土交通省（茨城空港）現場

平成 20年 1月 10日　広報おみたま
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藤
ふじい

井 悠
とお い

伊ちゃん
（平成 17年 10月 28日生）
◆わんぱくでもいい、たくましく
　育ってほしい。

片
かたおか

岡 大
たい き

輝ちゃん
（平成 18年 7月 3日生）
◆健やかに、元気に育ってほしい
　です。

が ん ば っ て い ま す
　

常
陸
小
川
ク
ラ
ブ
は
、
10

月
14
日
に
行
わ
れ
た「
第
3
回

L
A
W
S
O
N 
C
U
P 

全

国
マ
マ
さ
ん
バ
レ
ー
ボ
ー
ル

大
会
茨
城
県
予
選
会
」県
南

ブ
ロ
ッ
ク
予
選
会
を
圧
倒
的

な
強
さ
で
勝
ち
抜
き
、
同
月

28
日
、
ひ
た
ち
な
か
市
運
動

公
園
で
行
わ
れ
た
茨
城
県
決

勝
大
会
に
出
場
し
、
各
地
区

予
選
会
を
勝
ち
抜
い
た
強
豪

チ
ー
ム
と
戦
い
、
み
ご
と
優

勝
に
輝
き
ま
し
た
。

　

3
月
20
日
か
ら
23
日
に
か

け
て
静
岡
県
浜
松
市（
浜
松

ア
リ
ー
ナ
）で
行
わ
れ
る
全

国
大
会
で
の
活
躍
が
期
待
さ

れ
ま
す
。

も
の
づ
く
り
の
楽
し
さ
を
感
じ
て

い
ば
ら
き
創
造
も
の
づ
く
り
教
育
フ
ェ
ア
入
賞
作
品

第
３
回
L
A
W
S
O
N 

C
U
P

茨
城
県
予
選
会
で
み
ご
と
優
勝
!

全
国
大
会
出
場
決
定
!　

常
陸
小
川
ク
ラ
ブ

しめ縄づくり（12 月 20 日、農村女性の家にて）橘幼稚園児作品

田村優香さん（小川南中）

平
成
19
年
度
年
金
ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル
入
選
作
品

「
栄
養
バ
ラ
ン
ス
と
れ
て
る
?
」

　
（
納
場
小
６
年
） 

松
代
仁
美
さ
ん

「聞いて楽しいエプロンシアター」（橘小6年）
長島歩美さん、松島花穂さん、山田沙也香さん

●茨城県技能士会連合会長賞 

小
学
校
作
品
の
部

●
茨
城
県
職
業
能
力
開
発
協
会
長
賞

1 年生の部
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次回広報おみたま 2 月号の発行日は 2 月14日（木）です。この広報紙は再生紙を使用し、環境に優しい大豆インキで印刷しています。

携帯電話から市政情報がご覧になれます。
http：//www.city.omitama.lg.jp/mobile/index.html

〈編集・発行〉小美玉市役所秘書広聴課
　　　　　　　　    ☎ 0299－ 48－1111　内線1221

施設訪問 ～四季健康館～

　四季健康館は、約10万平方メートルの広大な「四季の里」敷地内にある保健
と福祉の拠点となる施設で、健康増進課、福祉事務所美野里支所、社会福祉協
議会美野里支所が置かれています。市民の皆さまの健康診断や健康教室をはじ
め、福祉・介護等の相談事業等を行っています。
　そのほか施設内には、大浴場、露天風呂、サウナ等の健康風呂やカラオケ、
お風呂上りに休憩することができる「大広間」等があります。売店では、地元
で製造されているヨーグルト等が販売されています。お一人で来ても家族や
仲間と訪れても楽しめるかと思います。
　また、敷地内には、四季文化館（みの～れ）、四季の草花、芝生広場やターゲッ
トバードゴルフ場も整備されており、市民の憩いの場として
多くの皆さまに利用されています。ぜひご利用ください。

●開館時間　午前８時30分～午後８時
●利用時間　一般業務　　　午前８時30分～午後５時30分
　　　　　　風呂・大広間　午前10時～午後８時
●休 館 日
　○毎週月曜日（ただし、月曜日が祝祭日の場合は、その翌日が休館日となります。）
　　年末年始
　※一般業務は、土日、祭日、年末年始が休みとなります。ただし、休館日でも業務を行います。
●申込み・問い合わせ
　小美玉市四季健康館　小美玉市部室1106番地　☎ 48 － 0221

ぐる～っ
と

おみたま
ぐる～っ

と

おみたま

6

美野里
シビック・ガーデン

ビバホーム

美野里消防署美野里消防署

花きフラワー
オークション

商工会館

四季健康館

四季の里

金陽社

トキワ園芸
花木センター
トキワ園芸
花木センター

美野里
中学校

文

堅倉中央

市　外
1,000 円
1,000 円
1,000 円

（３歳以下は無料）
1,000 円
200 円

市　内
300 円
無　料

無　料

無　料
200 円

区　分
一　　般
65 歳以上

小学生以下

心身障がい者（児）等
カラオケ（1 曲）

ふれあいホール

案内図

ふれあいホールふれあいホール露天風呂露天風呂
健康風呂健康風呂

脱衣室脱衣室

かんな
福　祉
作業所

かんな
福　祉
作業所

いきがい大広間いきがい大広間

事務室事務室

ケアセンター
ルーム
ケアセンター
ルーム

応接室応接室

相談室相談室

栄養指導室栄養指導室 プレイルーム
プレイ
ルーム

売店売店

特殊
浴室
特殊
浴室

湯上り
談話コーナー
湯上り
談話コーナー

指定訪問介護事業所
指定訪問入浴介護事業所
指定訪問介護事業所
指定訪問入浴介護事業所

キャノーピーキャノーピー

ヘルシー・
カルチャールーム
ヘルシー・

カルチャールーム
機能
訓練室
機能
訓練室

内科・歯科
検診室
内科・歯科
検診室

高齢者
モデル
居　室

高齢者
モデル
居　室

風呂

高齢者モデル居室

　　　　　　　  ヘルシー・
　　　　　　　  カルチャールーム

機能訓練室

平面図

●利 用 料

※大広間のみの利用についても使用料は同じです。
※風呂にはボディーシャンプーは用意しておりますが、
　タオル、ヘアシャンプー等の用意はございませんので、
　持参されるか売店でお求めください。

平成 20年 1月 10日　広報おみたま




